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香川の絵画・記号土器

信里芳紀

弥生時代に土器に描かれた絵画・記号は「呪力・物語・思想を伝える媒体」や「原文字的な性格」とさ

れ（佐原１９８０）、農耕儀礼に用いられたと考えられている（春成１９９１）。香川における絵画・記号土器は弥

生中期後葉に出現し、終末期までの間に描かれる。初現期の絵画・記号には、近畿地方南部と類似したも

のが多い。このことは、近畿地方南部を中心した地域から絵画・記号土器が伝えられ、共通の心性で結ば

れていたことを示している。また、各地域の中核的な集落から集中して出土する傾向がある。

絵画・記号土器以外で人面が表現される遺物として分銅形土製品がある。分銅形土製品は、仮面・護符

とされる遺物で、弥生時代中期に中部瀬戸内の吉備地域を中心に発達した遺物であり、香川では旧練兵場

遺跡を中心とした、香川西部地域に集中する。また、徳島や高知などにも少数の分銅型土製品が少数分布

しており、地域間における交流を考える手掛かりとなる。

１．絵画・記号土器の時期的な変遷とその特徴

香川の絵画・記号土器は、弥生時代中期後葉を初現とし、終末期まで１４３点の出土例が確認できる。建

物・鹿など対象物が明らかな絵画土器は少数であり、そのほとんどは記号と見られる（図１）。また、弥

生中期後葉の出現時期については、列島内における銅鐸絵画から土器絵画への変化とも共通するものであ

る。

弥生時代中期後葉の絵画・記号土器は、極めて少数にとどまり、後期初頭になってから一定量の出土が

見られる。弥生後期後半には更に増加し、古墳時代初頭以後には急速に衰退する。

描かれる器種は、壺にほぼ限定され、形式別に見ると広口壺と長頸壺が約半数を占める（表１）。描か

れる場所は、比較的に目立ちやすい部位である頸部と肩部の外面がほとんどであり、稀に胴部や口縁部に

描かれた。このことから、施文に際してかなり厳密な約束事があったことが想定できる。

近畿地方では、井戸の廃絶や溝・川など水に関連した儀礼と絵画・記号土器との関連（勝部・橋本１９８６）

が想定されているが、香川での出土状況においても溝や旧河道からの出土が多い（表１）。しかし、絵画・

記号土器の多くは、破片の状態で他の土器・石器等の日用品とともに廃棄されており、廃棄に関連して特

別な取扱いを受けた様子は見られず、具体的な儀礼の内容を明らかにすることはできない。

２．近畿地方と共通する絵画・記号文の分布

弥生時代後期初頭の絵画・記号土器は、鹿などの絵画や、縦線で１～６本程度の沈線を描く家が記号化

したとされるものや、水鳥が記号化したとされる三叉形の記号など近畿地方南部と共通するものが多く見

られる（表１）。特に、高松平野北西部に位置する上天神遺跡や太田下・須川遺跡などの集落に集中が認

められる。壺が中心となるが、土器の全体像が判明するものを見ると、長頸壺が目立つ（図２）。近畿地

方でも長頸壺に絵画・記号が多く描かれることが知られているため（佐原１９８０）、記号だけではなく施文

器種の選択を含めた儀礼全体の情報が伝播している可能性がある。また、上天神遺跡からは壺・甕・鉢・

高杯など複数器種にわたって近畿地方と共通する土器が多く出土しており、儀礼が伝達された背景には人

の移動があったと想定できる（図５）。その後、高松平野では後期後半まで絵画・記号文が描かれた長頸

壺が見られ、一定期間儀礼が継続した様子が窺えるが、記号自体は原型を崩したものへ変化している。
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３．絵画土器が集中して出土する遺跡

絵画・記号土器は、一遺跡で５点以下の少量の出土にとどまる遺跡が多く、集中して出土する遺跡は限

られる。絵画・記号土器が集中して出土する遺跡は、旧練兵場遺跡のような大規模集落や上天神遺跡など

各地域の中核的な集落である。上天神遺跡で見られたような近畿地方からの絵画・記号土器の受容に当た

っては、各地域の中核的な集落を中心に行われた可能性が高い。

一方、この時期の集落から出土する土器は、複数の集落から持ち込まれていることが明らかにされてお

り、盛んに物資の交換が行われていた（大久保２００３ 田崎２００５）。絵画・記号は、土器の製作時に施文す

ることが前提となるので、多量の絵画・記号土器は、交換などを目的として大規模集落に集積された物資

流通の一端を示している可能性がある。

４．分銅型土製品の変遷

分銅型土製品は、瀬戸内の吉備地域を中心に分布する弥生中期後半から後期前半を中心とした儀礼に伴

う遺物である。用途は、仮面・護符などが想定されているが不明な点が多い（高橋１９８７）。その祖形につ

いては、縄文晩期の土偶との関連を想定する意見（石川１９８７，小林２００２）や弥生時代に新たに出現すると

いう意見（高橋１９８７ 大野１９９７ほか）がある。

近年、瀬戸内の西部から東部で弥生時代前期から中期初頭に属する初現期の分銅型土製品の資料が増加

している（小林２００２ 梅木２００３）。香川では龍川五条遺跡や奥の坊遺跡などで方形の土板に側面や上端面

に小孔を穿ち小列点等を加えるものがある（図１６）。これらを祖形として、弥生時代中期中葉以降定型化

し、弥生後期前半頃まで使用された。香川の出土例の多くは、櫛描による重弧文や扇形文で加飾するもの

や、粘土貼付けによりやや硬い表情の人面表現を施すもので、吉備地域と共通している。

５．分銅型土製品の分布と地域間交流

香川では５５点の出土例が確認でき、その中で約６割の３２点が旧練兵場遺跡から出土している（図２）。

また、旧練兵場遺跡と同じ遺跡群と考えられる善通寺市域の遺跡を加えると、県内の分銅型土製品のほと

んどが旧練兵場遺跡とその周辺に集中していることとなる（角南１９９５）。また、旧練兵場遺跡では弥生後

期初頭を中心として、吉備地方とその周辺からと見られる搬入土器やその影響を受けた土器が多く出土し

ている。旧練兵場遺跡の多量の分銅型土製品は、土器に見られる交流を基盤として吉備地域と同様の儀礼

を行っていたことを示している。

四国内では、香川以外に愛媛・徳島・高知から分銅型土製品が出土している。愛媛は松山平野を中心に

伊予型と呼ばれる方形に近い形をもち、粘土貼付けによる柔らかな表情の人面表現をもつ分銅型土製品が

多く分布している（谷若１９８９ 角南２００１ほか）。徳島・高知に数点分布する分銅型土製品は、愛媛の伊予

型とは異なっており、吉備地域を中心とした中部瀬戸内ものに近い。香川の分銅形土製品の集中が認めら

れる旧練兵場遺跡で、徳島・高知から搬入された土器が一定量確認されていることを考慮すれば、旧練兵

場遺跡を経由して徳島・高知へ分銅型土製品が伝播していると想定でき、地域間の交流のルートが見えて

くる（角南２００１）。

６．まとめ

絵画・記号土器の受容は、初現期である弥生後期初頭の様相から近畿地方からの影響が強いことと、そ

の背景に人の移動を含んだ交流関係が存在していることを推定した。また、中核的な集落に絵画・記号土
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器が集中して見られる状況は、大規模集落を中心とした交換物資の集積など当時の経済状況を表すものと

考えた。

分銅形土製品は旧練兵場遺跡を中心とした善通寺市域の集落に集中して確認できる。この背景には、多

量の搬入・模倣土器が示すように、吉備地域との密接な交流関係が存在していると考えられ、徳島や高知

への分銅形土製品の流入は、旧練兵場遺跡を介して行われたと考えられる。また、分銅形土製品は、各地

域の胎土で製作されていると見られることから、絵画・記号土器と同じくその背景に人の移動が行われた

ことを示す遺物と言える（梅木２００６）。

この二つの特徴的な遺物は、儀礼という社会のサブシステムだけではなく、地域間の交流を示す遺物と

して非常に重要であると言える。
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２７．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９５『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第４冊

太田下・須川遺跡』

２８．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２０００『県道高松志度線緊急整備工事および県立医療短期大学建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 原中村遺跡』

２９．高松市教育委員会１９８９『久米池南遺跡発掘調査報告書』

３０．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９５『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第３冊

前田東・中村遺跡』

３１．香川県教育委員会２００５『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第５５冊 前田東・中村遺跡 』

３２．高松市教育委員会１９９６『高松市歴史資料館収蔵目録～考古資料～』

３３．寒川町教育委員会１９９７『森広遺跡』

３４．寒川町教育委員会１９９７『宅地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 石田高校校庭内遺跡』

３５．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９３『県道高松長尾大内線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査概報 尾崎西遺跡』

３６．香川県教育委員会２００８『道高松長尾大内線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 尾崎西遺跡』

３７．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２００３『県道富田西志度線改良事業及び県道高松長尾大内線改良

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 寺田・産宮通遺跡、南天枝遺跡』

３８．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９５『高松新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報 多肥松林

遺跡、鹿伏・中所遺跡』

３９．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２０００『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

第３６冊 金比羅山遺跡、塔の山南遺跡、庵の谷遺跡』

－４－



４０．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２００２『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

第三十九冊 原間遺跡 』

４１．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２００３『県道富田西志度線改良事業及び県道高松長尾大内線改良

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 寺田・産宮通遺跡、南天枝遺跡』

４２．香川県教育委員会２００８『広域基幹河川弘田川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 弘田川西岸遺跡』

４３．香川県教育委員会２００４『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第５３冊 林・坊城遺跡 』

４４．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９９『高松新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 多肥松林遺跡』

４５．香川県教育委員会２００８『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第２冊 鹿伏・中所遺跡 』

４６．香川県教育委員会２００９『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第３冊 鹿伏・中所遺跡 』

分銅型土製品

１．丸亀高校社会部１９７６『亀山９号』

２．善通寺市・ 元興寺文化財研究所２００２『特別養護老人ホーム仙遊荘建替えに伴う旧練兵場遺跡埋蔵文化財発掘調査報

告書 旧練兵場遺跡』

３．善通寺市・ 元興寺文化財研究所２００１『市営西仙遊住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 旧練兵場遺跡』

４．市営西仙遊住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 旧練兵場遺跡１９８５『彼ノ宗遺跡』

５．善通寺市教育委員会１９８９『仲村廃寺』

６．善通寺市教育委員会１９８４『仲村廃寺発掘調査報告（旧練兵場遺跡内）』

７．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９６『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

第二十三冊 龍川五条遺跡』

８．香川県教育委員会２００３『県道府中善通寺線改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 五条遺跡 』

９．香川県教育委員会１９９７『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第三冊 矢ノ塚遺跡』

１０．善通寺市１９７３『善通寺市の古代文化』

１１．詫間町文化財保護委員会１９６４『紫雲出』

１２．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター２００１『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

第３８冊 川津東山田遺跡』

１３．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９８『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

第３０冊 川津一ノ又遺跡 』

１４．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９７『大束川河川改修に伴う埋蔵文化財調査報告 川津一ノ又

遺跡』

１５．坂出市教育委員会１９９９『平成１０年度国庫補助事業坂出市内遺跡発掘調査報告書 鳥帽山遺跡』

１６．廣瀬常雄１９８３『日本の古代遺跡８』保育社

１７．高松市教育委員会１９８９『久米池南遺跡発掘調査報告書』

１８．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９５『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第４冊

太田下・須川遺跡』

１９．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９５『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第６冊

上天神遺跡』

２０．香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査センター１９９９『高松新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 多肥松林遺跡』

２１．香川県教育委員会２００９『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第３冊 鹿伏・中所遺跡 』

２２．香川県教育委員会２００９『善通寺病院看護学校建設及び統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第１冊 旧練兵場遺跡

』

２３．香川県教育委員会２００８『県道多度津丸亀線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 奥白方中落遺跡』

２４．香川県教育委員会２００８『一般国道３２号綾歌バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第２冊 北内遺跡』

２５．香川考古刊行会『香川考古第４号』

－５－
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表２ 絵画・記号土器一覧 ※文献番号は３～５頁
の一覧と対応

番号報告書番号 遺跡名 遺構名 器種名 施文部位 表裏 種別 内容 時期 文献

１ Fig６０－１１ 旧練兵場遺跡 ＳＤ００５ 広口壺 肩部 外面 記号 船 弥生中期後葉 ３

２ Fig４０－１０ 旧練兵場遺跡 ＳＤ００１ 広口壺 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期前半 ３

３ Fig１６－３ 旧練兵場遺跡 ＳＨ４４ 細頸壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期 ３

４ ２ 旧練兵場遺跡 ＳＨ０１ 広口壺 頸部 外面 記号 船 弥生後期 １

５ ２１６０ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 複合口縁壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ２

６ １２６７ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ２

７ １２６８ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ２

８ ６０１ 旧練兵場遺跡 ＳＨ２０ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生終末期 ２

９ １９８２ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ２

１０ １２６９ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ２

１１ １２４９ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ２

１２ ３５７６ 旧練兵場遺跡 ＳＤ５６ 高杯 脚部 外面 その他渦文 弥生終末期 ２

１３ ３１０ 旧練兵場遺跡 Ｂ区ＳＨ２９ 長頸壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期前半 未報告

１４ ９８７ 旧練兵場遺跡 ＳＫ２７ 長頸壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期後半 未報告

１５ ３７８ 旧練兵場遺跡 Ｃ区ＳＨ３５ 長頸壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期前半 未報告

１６ － 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層 広口壺 頸部 外面 記号 家 弥生終末期 未報告

１７ － 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 広口壺 肩部 外面 記号 竜 弥生後期前半 未報告

１８ ３１４０ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 長頸壺 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期前半 未報告

１９ ３０００ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 長頸壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期前半 未報告

２０ ２９９７ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 細頸壺 頸部 外面 記号 家 弥生後期前半 未報告

２１ ３０１０ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 細頸壺？ 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期前半 未報告

２２ ２９９８ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期前半 未報告

２３ － 旧練兵場遺跡 包含層 広口壺 胴部（中位） 外面 記号 竜 弥生後期 未報告

２４ － 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層 鉢 口縁部 外面 記号 不明 弥生後期後半 未報告

２５ ４７７ 旧練兵場遺跡 ＳＨ０７ 高杯 脚部 外面 記号 不明 弥生終末期 ４２

２６ １７１７ 旧練兵場遺跡 ＳＨ３５ 器台 口縁部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４２

２７ １２７ 九頭神遺跡 ＳＤ０５ 広口壺 肩部 外面 絵画 船 弥生後期後半 ７

２８ １２８ 九頭神遺跡 遺構外 複合口縁壺 頸部 外面 その他渦文 弥生終末期 ７

２９ ２４２ 奥白方中落遺跡 混入品 甕 胴部 外面 記号 不明 弥生後期前半 ５

３０ １２１図－４７ 稲木遺跡Ｃ地区 第３号集石遺構 広口壺 肩部 外面 記号 竜 弥生後期後半 ８

３１ － 白方 － 広口壺？ 肩部 外面 記号 不明 弥生後期？ ４

３２ ５８ 郡家原遺跡 ＳＤ１０７下層 広口壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ６

３３ ３７７～３８９ 川津一ノ又遺跡 ３ 区ＳＲ０２ 壺 肩部～胴部 外面 記号 不明 弥生終末期 １０

３４ ３７０ 川津一ノ又遺跡 ３ 区ＳＲ０２ 壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期 １０

３５ １３８９ 川津一ノ又遺跡 ２ 区ＳＲ０２下層 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生終末期～古墳初頭 １０

３６ ９８５ 川津一ノ又遺跡 １ 区ＳＲ０１ 甕 肩部～胴部 外面 記号 不明 弥生終末期 １０

３７ ９９０ 川津一ノ又遺跡 １ 区ＳＲ０１ 壺 胴部（下位） 外面 その他渦文 弥生後期後半 １０

３８ １４０１ 川津一ノ又遺跡 ２ 区ＳＲ０２ ４層 甕 肩部～胴部 外面 記号 不明 弥生終末期 １０

３９ ２３３ 川津一ノ又遺跡
（河川） ＳＫ０８ 広口壺 胴部 外面 その他渦文 弥生終末期 ９

４０ １２１６ 川津一ノ又遺跡
（河川） ＳＤ２４上層 甕 肩部 外面 記号 不明 弥生終末期？ ９

４１ 第２分冊６３頁 下川津遺跡 第１低地帯流路１ 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生終末期 １２

４２ ８４３ 川津東山田遺跡 ＳＲ０２黒色粘土 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生終末期？ １１

４３ １０５１ 川津東山田遺跡 ＳＲ０２黒色粘土 複合口縁壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期？ １１

４４ １７１８ 川津東山田遺跡 ＳＲ０３ 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 １１

４５ ２４ 上天神遺跡 ３区ＳＤ０２ 長頸壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

４６ ４４ 上天神遺跡 ３区ＳＤ０２ 長頸壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

４７ ２３ 上天神遺跡 ３区ＳＤ０２ 長頸壺 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期初頭 １３

４８ ４１４ 上天神遺跡 ３区ＳＲ０１ 壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

４９ ３０２ 上天神遺跡 ３区ＳＤ０３ 壺 胴部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

－２４－



表３ 絵画・記号土器一覧

番号報告書番号 遺跡名 遺構名 器種名 施文部位 表裏 種別 内容 時期 文献

５０ － 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 未報告

５１ ２５１ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

５２ ２５７ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 記号 鹿？船？ 弥生後期初頭 １３

５３ ２５４ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期初頭 １３

５４ ２５０ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 胴部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

５５ ２５３ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期初頭 １３

５６ ２５２ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

５８ ２５８ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 胴部 外面 記号 水鳥？or船？ 弥生後期初頭 １３

５９ ２５６ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期初頭 １３

６０ ２４９ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 １３

６１ ２５９ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 壺 肩部 外面 記号 船 弥生後期初頭 １３

６２ ２５５ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 広口壺 肩部 外面 絵画 鹿 弥生後期初頭 １３

６３ １１４０ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 短頸壺 肩部 外面 記号 家 弥生後期初頭 １３

６４ １３２７ 上天神遺跡 ４区ＳＰ３５ 壺 肩部 外面 記号 Ｓ字状文 弥生後期初頭 １３

６５ ４１９ 上天神遺跡 ４区ＳＤ０８ 器台 脚部 外面 記号 不明 弥生後期初頭 １３

６６ ３８５ 上天神遺跡 ３区ＳＫ０１ 鉢 胴部 外面 記号 不明 弥生後期初頭 １３

６７ １５４ 太田下・須川遺跡 ＳＲ０２ 長頸壺 肩部 外面 絵画 鹿 弥生後期初頭 ２７

６８ １７２ 林・坊城遺跡 １号周溝墓 長頸壺 頸部 外面 記号 船 弥生後期後半 ４３

６９ １７５ 林・坊城遺跡 １号周溝墓 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４３

７０ ５４ 空港跡地遺跡 ＳＨb０７ 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２６

７１ ６６５ 空港跡地遺跡 ＳＤb０８ 長頸壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ２６

７２ ６５ 空港跡地遺跡 ＳＨb０７ 長頸壺 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期後半 ２６

７３ ４７ 空港跡地遺跡 ＳＨb０７ 広口壺 頸部 外面 絵画 鹿 弥生後期後半 ２２，２５

７４ ６６３ 空港跡地遺跡 ＳＤb０８ 長頸壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ２６

７５ ６６６ 空港跡地遺跡 ＳＤb０８ 長頸壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ２６

７６ ２９４ 空港跡地遺跡 ＳＫb０１ 長頸壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ２６

７７ ２１２ 空港跡地遺跡 ＳＨb１５ 長頸壺 頸部 外面 記号 水鳥＋？ 弥生後期後半 ２６

７８ ３１６ 空港跡地遺跡 ＳＫb０１ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２６

７８ １０４５ 空港跡地遺跡 ＳＥＩ０１ 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２６

７９ ９７２ 空港跡地遺跡 ＳＨＩ０８ 長頸壺 頸部 外面 記号 鹿 弥生後期後半 ２６

８１ ３０３ 空港跡地遺跡 ＳＤh１６ 広口壺 頸部 外面 記号 船 弥生後期後半 ２５

８２ ６２ 空港跡地遺跡 Ｓkh０６２ 広口壺 頸部 外面 記号 船？ 弥生後期後半 ２５

８３ ２４４ 空港跡地遺跡 ＳＸh０１ 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２５

８４ ２７０ 空港跡地遺跡 ＳＸh０１ 鉢 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２５

８５ ８０８ 空港跡地遺跡 Ｓka７７ 長頸壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２３

８６ ６８９ 空港跡地遺跡 Ｓde１３７ 壺？ 胴部 外面 記号 不明 弥生後期初頭～古墳前
期 ２４

８７ ８５９ 空港跡地遺跡 ＳＸe０１ 甕 肩部 外面 記号 不明 古墳初頭 ２４

８８ ８４６ 空港跡地遺跡 ＳＸe０１ 甕？ 胴部 内面 記号 不明 不明 ２４

８９ ３３８ 空港跡地遺跡 ＳＤe１３８ 壺？ 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２４

９０ １２６ 日暮松林遺跡 ＳＤ０１中層 短頸壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半 １６

９１ ２ 日暮松林遺跡 ＳＨ０２ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期 １５

９２ ２２６ 一角遺跡 ＳＲ３０１ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 １８

９３ １４５１ 多肥松林遺跡 ＳＲ０１ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４４

９４ 第３１図１ 浴・松ノ木遺跡 ＳＤ０６ 広口壺 肩部 外面 記号 不明 弥生終末期 １９

９５ ５６ 蛙又遺跡 ＳＲ０１ 鉢 肩部 外面 記号 不明 弥生終末期 ２０

９７ １０ 久米池南遺跡 第４号竪穴住居南側
土坑 広口壺 肩部 外面 絵画 家 弥生中期末 ２９

９８ １１ 久米池南遺跡 第４号竪穴住居南側
土坑 広口壺 肩部 外面 絵画 家 弥生中期末 ２９

９８ 第５５８図４５ 前田東中村遺跡 Ｆ区ＳＲ０１ 長頸壺 胴部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 ３０

９９ 第６４３図５４ 前田東中村遺跡 Ｇ区ＳＲ０２ 広口壺 頸部 外面 記号 水鳥 弥生後期後半 ３０

－２５－



表４ 絵画・記号土器一覧

番号報告書番号 遺跡名 遺構名 器種名 施文部位 表裏 種別 内容 時期 文献

１００ ９９ 前田東中村遺跡 Ｆ区ＳＲ０１ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ３０

１０１ 第６４３図５０ 前田東中村遺跡 Ｇ区ＳＲ０２ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ３０

１０２ 第１０４図７８ 前田東中村遺跡 Ｃ区ＳＤ０８ 広口壺 口縁部 内面 その他渦文 弥生後期後半 ３０

１０３ ５６３ 前田東中村遺跡 ＳＤ０６ 壺 胴部 外面 絵画 鹿 弥生後期後半 ３１

１０３ ５６４ 前田東中村遺跡 ＳＤ０６ 壺 胴部 外面 絵画 鹿 弥生後期後半 ３１

１０４ 第６４３図５４ 前田東中村遺跡 Ｇ区ＳＲ０２ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期 ３０

１０５ ７ 大空遺跡 土坑 長頸壺 頸部 外面 記号 竜 弥生後期初頭 ３２

１０６ ８ 大空遺跡 土坑 長頸壺 頸部 外面 記号 家 弥生後期初頭 ３２

１０７ １６ 大空遺跡 土坑 鉢 肩部 外面 記号 水鳥 弥生後期初頭 ３２

１０８ ８３ 本郷遺跡 ＳＤ００１ 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 １４

１０９ ７４ 川原遺跡 ＳＤ１９ 広口壺 頸部・口縁部 外面・内面記号 不明 弥生終末期 １４

１１０ ６６５ 原中村遺跡 遺構外 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生後期後半～終末期 ２８

１１１ ４７６ 原中村遺跡 ＳＲ０１ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ２８

１１２ ２７３ 原中村遺跡 ＳＲ０１ 甕 胴部 外面 その他渦文 弥生後期後半 ２８

１１３ ２０９ 原中村遺跡 ＳＲ０１ 複合口縁壺 口縁部 外面 記号 その他 弥生後期後半 ２８

１１４ ３５８ 原中村遺跡 ＳＲ０１ 広口壺 頸部 外面 記号 家 弥生後期後半 ２８

１１５ １９２ 鹿伏・中所遺跡 ＳＫa３７ 広口壺 肩部 外面 記号 不明 弥生中期後葉 ４５

１１６ ３５７ 鹿伏・中所遺跡 ＳＤa４７ 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４５

１１７ ８７４ 鹿伏・中所遺跡 包含層 長頸壺 肩部 外面 記号 竜 弥生後期後半 ４５

１１８ ７５３ 鹿伏・中所遺跡 ＳＤa７０ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期 ４５

１１９ ４４２ 鹿伏・中所遺跡 ＳＤa３４ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ４５

１２０ － 鹿伏・中所遺跡 区南水路 Ｂ－９
ＳＫ０５ 広口壺 頸部 外面 記号 水鳥＋不明 弥生後期後半 未報告

１２１ ７０３ 鹿伏・中所遺跡 ＳＲa０２ 複合口縁壺 肩部 外面 記号 不明 弥生終末期 ４５

１２２ ７０５ 鹿伏・中所遺跡 ＳＤa７０ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生終末期 ４６

１２３ ８７３ 鹿伏・中所遺跡 包含層 長頸壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４５

１２４ １８８８ 尾崎西遺跡 ＳＲ０６ 鉢 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ３６

１２５ １８５８ 尾崎西遺跡 ＳＲ０６ 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ３６

１２６ １８５７ 尾崎西遺跡 ＳＲ０６ 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ３６

１２７ １６０４ 尾崎西遺跡 ＳＲ０５ 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ３６

１２８ １６０５ 尾崎西遺跡 ＳＲ０５ 壺 肩部 外面 記号 竜 弥生後期後半 ３６

１２９ ９２５ 尾崎西遺跡 混入品 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ３６

１３０ ４４９ 寺田産宮通遺跡 第２低地帯５層 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４１

１３１ ４５４ 寺田産宮通遺跡 第２低地帯５層 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ４１

１３２ ４５３ 寺田産宮通遺跡 第２低地帯５層 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ４１

１３３ ２８０ 森広遺跡 ＳＨ３０３ 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生後期後半 ３３

１３４ ５８ 石田高校校庭内
遺跡 ＳＲ ０１ 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生後期後半 ３４

１３５ ６５５ 金毘羅山遺跡 ＳＲ０１ 壺 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ３９

１３６ １３３７ 原間遺跡 ＳＲ ０３ 広口壺 頸部 内面 記号 不明 弥生後期後半 ４０

１３７ １０９３ 原間遺跡 ＳＲ ０３ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４０

１３８ １３４０ 原間遺跡 ＳＲ ０３ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４０

１３９ ８８２ 原間遺跡 ＳＲ ０３ 広口壺 頸部 外面 記号 不明 弥生後期後半 ４０

１４０ ２４９４ 原間遺跡 ＳＲ ０２ 甕 胴部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ４０

１４１ ２６７２ 原間遺跡 包含層 壺 肩部 外面 記号 不明 弥生後期後半～終末期 ４０

１４２ １３１９ 原間遺跡 ＳＲ ０３ 壺 胴部 外面 その他渦文 弥生後期後半～終末期 ４０

－２６－



表５ 分銅型土製品一覧

番号報告書番号 遺跡名 遺構名 時期 施文の特徴 備考 文献番号

１ ７９５ 龍川五条遺跡 ＳＤ５０ 弥生前期末～中期初頭 列点による顔表現 ７

２ ６７ 五条遺跡 大溝１上層 弥生前期末～中期初頭 ８

３ － 奥ノ坊遺跡 区ＳＨ６１０１２中央土坑 弥生中期前半 ヘラ描と刺突による顔
（目・眉）表現 未報告

４ － 奥ノ坊遺跡 区ＳＨ６１００２ 弥生中期前半 刺突による顔（目・眉）表
現 未報告

５ － 奥ノ坊遺跡 区ＳＨ６１００１上層 弥生中期前半 ヘラ描による顔表現 未報告

６ － 奥ノ坊遺跡 Ｆ５区谷地形 弥生中期前半 未報告

７ － 奥ノ坊遺跡 区谷地形 弥生中期前半 刺突による顔（目・眉）表
現 未報告

８ ８６７ 鹿伏・中所遺跡 区包含層 弥生中期前半？ ２１

９ １０１９ 川津東山田遺跡 ＳＲ０２黒色粘土層 弥生中期後半 刺突・粘土貼り付けによる
顔表現 １２

１０ － 旧練兵場遺跡 表面採集資料 弥生中期後半？ 櫛描文原体と竹管による顔
（目・眉）表現 １，２５

１１ Fig３４－２０旧練兵場遺跡 ＳＤ００３ 弥生中期後半？ 櫛描文原体と竹管による顔
（目・眉）表現 近代溝に混入 ２

１２ Fig６１－４０旧練兵場遺跡 ＳＤ００５ 弥生後期前半 ヘラ描と刺突による顔
（目・眉）表現 ３

１３ Fig５７－１４１旧練兵場遺跡 ＳＤ００５ 弥生後期前半 櫛描文原体と粘土貼付によ
る顔表現 ３

１４ Ｆig６６－４７旧練兵場遺跡 ＳＤ００５ 弥生後期前半 櫛描文原体の曲線・列点文
による顔表現 ３

１５ ２４１図－１ 旧練兵場遺跡 ＳＴ２４ 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線文・扇形
文・列点文による顔表現 弥生終末期の住居に混入 ４

１６ ２４１図－３ 旧練兵場遺跡 ＳＴ０１ 弥生中期後半？ 列点による顔表現 弥生終末期の住居に混入 ４

１７ ２４１図－７ 旧練兵場遺跡 ＳＸ０９ 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線・列点文
による顔表現

弥生後期後半の遺構に混
入 ４

１８ ２４１図－５ 旧練兵場遺跡 攪乱土 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線・列点文
による顔表現 ４

１９ ２４１図－８ 旧練兵場遺跡 ＳＴ２１ 弥生中期後半？ 弥生終末期の住居に混入 ４

２０ ２４１図－１０旧練兵場遺跡 ＳＫ 弥生中期中葉 櫛描列点による顔表現 ４

２１ ２４１図－９ 旧練兵場遺跡 攪乱土 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線文による
顔表現 ４

２２ 第２７図－２７９旧練兵場遺跡 整地層 弥生中期後半？ 列点による顔表現 ６

２３ 第１０図－１旧練兵場遺跡 包含層 弥生中期後半？ ５

２４ ２４１図－６ 旧練兵場遺跡 攪乱土 弥生中期後半？ ４

２５ ２４１図－２ 旧練兵場遺跡 攪乱土 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線・扇形文
による顔表現 ４

２６ ２４１図－４ 旧練兵場遺跡 ＳＤ０２ 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線・列点文
による顔表現 古墳後期の溝に混入 ４

２７ 第１０図－３旧練兵場遺跡 包含層 弥生中期後半？ 櫛描文原体の曲線・列点文
による顔表現 ５

２８ 第１０図－２旧練兵場遺跡 包含層 弥生中期後半？ 列点による顔表現 ５

２９ ３１０８ 旧練兵場遺跡 Ｅ区ＳＲ０２上層溝下層 弥生後期前半 櫛描文原体の列点文による
顔表現 中期後半に遡る可能性有 未報告

３０ ７０６ 旧練兵場遺跡 ＳＤ１０４ 弥生後期前半？ ２２

３１ １２０２ 旧練兵場遺跡 区包含層 弥生中期後半？ 粘土貼り付け・列点による
顔表現 ２２

３２ ７３０ 旧練兵場遺跡 ＳＨ７１ 弥生中期後半？ 弥生後期の遺構に混入 未報告

３３ １０９５ 矢ノ塚遺跡 包含層 弥生中期中葉～後期前
半 列点による顔表現 ９

３４ １０９３ 矢ノ塚遺跡 包含層 弥生中期中葉～後期前
半 櫛描列点による顔表現 ９

３５ １０９４ 矢ノ塚遺跡 包含層 弥生中期中葉～後期前
半

櫛描直線・列点による顔表
現 ９

３６ １０９２ 矢ノ塚遺跡 包含層 弥生中期中葉～後期前
半

櫛描直線・列点による顔表
現 ９

３７ － 我拝師山Ｂ遺跡 表面採集資料 弥生中期後半 列点による顔表現 １０，２５
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表６ 分銅型土製品一覧

番号報告書番号 遺跡名 遺構名 時期 施文の特徴 備考 文献番号

３８ ３３１ 奥白方中落遺跡 ＳＲ０２土器集中Ｂ．Ｃ 弥生後期初頭？ 櫛描直線文・扇形文による
顔表現 ２３

３９ 曼荼羅寺南遺跡 表面採集資料 弥生中期後半？ 櫛描直線・列点による顔表
現 ２５

４０ １４２ 北内遺跡 区ＳＫ１５ 弥生中期中葉 列点による顔表現 ２４

４１ １４３ 北内遺跡 区ＳＫ１５ 弥生中期中葉 ２４

４２ １５ 紫雲出山遺跡 包含層 弥生中期後半 １１

４３ １４ 紫雲出山遺跡 包含層 弥生中期後半 櫛描直線文・簾状文・列
点・ヘラ描きによる顔表現 １１

４４ １２１４ 川津一ノ又遺跡 ＳＤ２４上層 弥生中期中葉？ 古墳後期の溝に混入 １４

４５ １５４０ 川津一ノ又遺跡 Ｂ区包含層 弥生中期後半？ 刺突による顔表現 １３

４６ － 西福寺遺跡 表面採集資料 弥生中期中葉？ 櫛描列点による顔表現 ２５

４７ 綾川河床遺跡 包含層 弥生中期後半？ 粘土貼り付け・ヘラ描きに
よる顔表現 未報告

４８ １０ 烏帽子山遺跡 表面採集資料 弥生中期末～後期初頭 １５

４９ 中山田遺跡 遺構外 弥生中期後半？ 刺突による顔表現 １６

５０ 第５０図－１５久米池南遺跡 第１１号竪穴住居 弥生中期末～後期初頭 １７

５１ ５４７ 太田下・須川遺跡 包含層 弥生後期前半？ 刺突・粘土貼り付けによる
顔表現 １８

５２ ５４８ 太田下・須川遺跡 包含層 弥生後期前半？ 刺突による顔表現 １８

５３ １４１４ 上天神遺跡 ４区包含層 弥生後期初頭？ 列点による顔表現 １９

５４ ２０５８ 多肥松林遺跡 Ａ５区ＳＲ０１ 弥生後期？ 列点による顔表現 ２０

５５ ７３８ 多肥松林遺跡 区ＳＲ０１ 弥生中期後半 櫛描曲線文・列点文・扇形
文による顔表現 ２０
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とみ だ
ひら お かま あと

近世の富田焼 ―平尾窯跡出土遺物―について

森下友子

１．はじめに

富田焼は現在のさぬき市富田西付近で焼かれた焼物である。富田焼の研究は古くから松浦正一氏、豊田

田基氏によって文献資料を中心に行われてきた（１）。

豊田氏の調査によると、近世の富田焼の窯には吉金窯跡と平尾窯跡、斉藤窯跡がある。吉金窯跡と平尾

窯跡は昭和４０年代に大川町教育委員会によって発掘調査が行われ、近世の陶磁器を焼いた窯であることが

確認された。調査の概要は大川町史で紹介されている（２）。吉金窯跡・平尾窯跡の出土遺物の一部は報告さ

れている（３）。今回は平尾窯跡出土遺物の概要を報告し、窯の操業期間、吉金窯跡や高松藩のお庭焼である

理兵衛焼との関係について検討を行う。

２．平尾窯跡

平尾窯跡はさぬき市富田西筒野の五位池西岸に所在し、吉金窯跡の南東１．６kmの地点にある。五位池の

西岸の堤防上には南北に走る小道があり、この小道の西側にはさらに高くなっており、比高差２mの斜面

がある。斜面の西側には平坦地があり、ここには２軒の民家が南北に並んでいる。平尾窯跡はこの２軒の

民家の中間に位置する。

平尾窯跡の発掘調査は大川町教育委員会によって１９７０年３月１０日～２６日に実施され、階段状の３室の焼

成室が検出された（４）。焚き口は検出されなかったが、東方向（五位池側）に焚き口をもつと推定される。

発掘調査終了後、窯跡は埋め戻されて保存された。

３．平尾窯跡出土遺物

平尾窯跡から出土した遺物はさぬき市歴史民俗資料館に収蔵され、整理用コンテナ１１箱にほぼ満杯の状

態で収納されている。出土遺物には磁器・陶器・窯道具など様々なものがある。これらを種類ごとに分類

し、破片数を数え、表１～４にまとめた。土師質土器や出土した主たる陶磁器よりも極めて新しい時期の

陶磁器など、平尾窯跡で生産されたものとは明らかに考えがたい遺物もみられたが、全体の破片数の１％

未満であった。出土遺物の大半は陶器あるいは素焼の陶器未製品で、９１％を占める。その他は窯道具が８％、

磁器が１％未満である。

図２～１３、写真図版３～１２は平尾窯跡出土遺物の一部を図化したものである。ここでは、図化した遺物

を中心に、陶磁器の紹介を行う。陶器あるいは素焼の陶器未製品の破片は全体の９１％を占める（表１）。

碗・皿・鉢・燗徳利・徳利または瓶・蓋物・土瓶蓋・土瓶・土鍋・行平鍋・灯明皿・灯明受皿・灯明受

台・ひょうそく・ろうそく立て・水注・仏飯器・甕・植木鉢・土管など多器種にわたる陶器が生産されて

いた。以下、器種別に概要を述べる。

陶器碗とその未製品は１０４点ある。平尾窯跡から出土した遺物から明らかに平尾窯跡で生産されたもの

ではない陶磁器・土器、種類不明の陶磁器、窯道具を除いた破片数は３３７０点であるが、この３％を占める。

碗の形態は 腰が張る丸形碗、 腰の張りが少なく、口縁部が外方に向かって開く丸形碗、 広東形碗、

底部と体部が明瞭に屈曲し、体部から口縁部はまっすぐにのびる碗（いわゆる小杉碗）、 筒形碗、

端反形を呈し、体部外面に亀甲形の面取りをする碗、 口縁部が外方に直線的に開き、体部外面に強いろ
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くろ目をもつ碗、 体部下半が膨らむ碗がある。碗 は外面に鉄絵で唐草文を描くもの（１・２）、灰釉

（３）、鉄釉（４）を施すもの、体部に藁灰釉を施し、口縁部のみ暗緑灰色釉を掛けるもの（５）、体部に

透明釉を施すものがある。２・３は高台断面形が四角形を呈するが、４は三角形を呈する。碗 は灰釉を

施すもの（６）と、鉄絵を描くもの（７）が１点ずつある。６は内外面に灰釉を施すが、体部下部から底

部外面は無釉である。７は体部上半を欠損するため、全体は不明であるが、外面には鉄絵を施し、高台部

内外面に丁寧に釉を施す。碗 は内外面に灰釉を施すもの（９）、素焼の未製品（１０）がある。碗 は無

文で、内外面に灰釉を施すもの（１５）、藁灰釉を施すもの（１１３）がある。また、素焼の未製品では鉄絵を

施すもの（１２～１４）がある。１２は梅の花、１３は丁寧に若松を描く。１４は１２・１３に比べ、底部と体部の屈曲

がやや不明瞭である。若松は１３に比べてやや雑である。１１３は内外面に藁灰釉を施す。断面を観察すると、

底部は内面から粘土を充填して、成形していることがわかる。胎土は暗灰色を呈し、非常に緻密で、肉眼

観察では他の陶器とは明らかに胎土が異なる。おそらく搬入品であろう。碗 は体部に鉄絵で２条の帯状

の線を描くもの（１６）、体部外面に鉄絵を描くもの（１９・２４）、染付を施すもの（１７）、灰釉を塗布するも

の（２０・２３）がある。１６は外面に渦兜巾が施されるが、碗 の中で、渦兜布が施されるのは１６だけである。

２３・２４はやや大振りで、口縁部を欠損する。１９・２３・２４には底部内面に目跡が残る。碗 は１点ある（１１４）。

１１４は外面体部下半付近にヘラ状工具による刻み目があり、丁寧に内外面に灰釉を施す。畳付は無釉であ

る。胎土は他の陶器とよく似ており、肉眼で差異は観察できないが、碗 は１点だけであるので、信楽産

の搬入の可能性が高いと思われる。そのほか、素焼碗には、碗 ・ がある。碗 には１１がある。１１はや

や厚手で、高台内部には渦兜巾がある。碗 には２２がある。また、碗 ´には８がある。８は素焼の底部

片で、高台内部がアーチ状を呈する。体部の形状から碗 のような丸形を呈すると思われるが、体部下半

から底部しか残っていないので、碗ではなく、香炉または火入れ の可能性もある。

そのほか、１８・２５は碗の底部片と窯道具が溶着している。１８の碗は内外面に灰釉を施し、底部外面には

渦兜巾がある。下部には足付扁平環状円盤が溶着する。また、２５は碗または皿で、内外面に透明釉を施す。

上部には足付扁平環状円盤が溶着する。

陶器皿とその未製品は８７点で、３％を占める。皿は様々な形態がある。 小型で、体部が短く立ち上が

り、高台の断面形は四角形を呈するもの、 体部はやや丸みをもつ。見込みに蛇の目釉剥ぎを施し、高台

の断面形は四角形を呈するもの、 口縁部は「く」の字に外反し、見込みに蛇の目釉剥ぎを施し、高台の

断面形が四角形を呈するもの、 体部はやや丸みを帯び、口縁部は玉縁を呈し、高台の断面形が四角形を

呈するもの、 体部は丸みを帯び、口縁部はゆるやかに外反し、高台の断面形が四角形を呈するもの、

体部はやや丸みをもつ。見込みに蛇の目釉剥ぎを施し、高台の断面形は三角形を呈するもの、 口縁部は

ほぼ直角に立ち上がり、多角形を呈するもの、 底部と体部が明瞭に屈曲し、体部はまっすぐに外方にの

びるものがある。皿 は口縁端部が部分的に輪花を呈する３１・３２、口縁部が外反する２６がある。３１は見込

みに染付で人物を描く。３２は灰釉を内外面に施す。２６は見込みに染付で草を描き、目跡が残る。皿 の口

縁部形態には様々なものがあり、口縁部内面に突帯をもつ２７や、口縁端部に面をもつ２８、口縁端部に面を

もち、部分的に輪花を呈する２９がある。２７は灰釉を施した後、見込みに鉄絵または染付で文様を描く。２８・

２９も鉄絵または染付で、２７と同じ文様を描く。２８は高台部畳付に窯道具である環状粘土紐が溶着する。２９

は見込みに蛇の目釉剥ぎが施され、その上には環状粘土紐が溶着する。素焼皿 には４１・４２がある。４１は

口縁端部に平坦面をもつ。４２は口縁部を欠損する。４１に比べると、小振りである。皿 は３５・３７がある。

いずれも灰釉を施す。３７は口縁端部を欠損するため不明であるが、３５は部分的に輪花を呈する。素焼の未

製品では３４がある。３４も口縁端部は部分的に輪花を呈する。皿 は１２１がある。１２１は灰釉または透明釉を
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施す。皿 は３０がある。３０は内外面に灰釉を施す。皿 は３３・３６がある。いずれも鉄釉を施す。３６の内面

見込み蛇の目釉剥ぎ上には磁器片が溶着する。皿 は２点ある。１２２は内面に鉄絵と白色釉で花を描く。

皿 は素焼の未製品（１２７）の１点だけである。

陶器鉢とその未製品は１１点と少量で、１％以下である。 口縁部が大きく外反し、多角形を呈し、高台

の断面形が四角形を呈するもの、 体部丸く、口縁部が玉縁を呈するもの、 半筒形を呈し、口縁部内面

が肥厚するもの、 大型、体部ボール状で、口縁端部が平担なもの、 大型、口縁部が「く」の字に外反

し、口縁部内面に突帯を施すものがある。陶器鉢 は１２３がある。１２３は見込みに鉄絵を施す。鉢 には３９

がある。３９はやや大型で、口径３２．０cmを測る。内外面に透明釉を施し、部分的に灰釉を流し掛けする。

鉢 には１２４がある。１２４は内外面に灰釉を施す。鉢 ・鉢 はこね鉢である。鉢 は１点だけで、１２５が

ある。１２５は大型で、内外面に鉄釉を施す。鉢 も１２６の１点だけである。大型で、内面に鉄釉を施し、外

面に鉄釉を施したあと、一部灰釉を施す。

陶器汁次は２１がある。１点だけである。２１は把手を欠損する。内外面に鉄釉を施す。

陶器燗徳利とその未製品は７０点で、２％である。４７は鳶口を呈し、灰釉の上から部分的に藁灰釉を流し

掛けする。そのほか、鳶口を呈するものには灰釉を施した後、イッチン掛けするものが１点あるが、灰釉

後藁灰釉を施すものが３７点と圧倒的に多い。そのほか、口縁部の形態は不明で、鳶口かどうかわからない

が、鉄釉を施すものが２４点、鉄釉を施した後にイッチン掛けするものが１点ある。

陶器瓶または徳利とその未製品は４７点で、１％である。染付を施すもの、灰釉後藁灰釉を流し掛けする

もの、灰釉または鉄釉を施すものがあるが、灰釉を施すものが最も多い。つる首を呈する４５は灰釉、４６は

鉄釉を施す。

陶器蓋物（身）とその未製品は２０点で、１％以下である。 体部から口縁部が直線的で、筒形を呈する

もの、 体部上部に肩をもち、口縁部が短く直立するものがある。 は口縁端部が無釉で、蓋が付くこと

は間違いないが、注口をもつ油注ぎの体部の可能性もある。蓋物（身） には４４がある。４４は口径５．４cm

と小型である。口縁端部は平坦で、無釉である。内外面に灰釉を施す。素焼の蓋物（身） には４３がある。

４３は体部に鉄絵を施す。

陶器蓋物（蓋）とその未製品は１０４点で、３％である。蓋物の身と比べて、判別し易いこともあって、

身より数量が多いものと思われる。 天井部が平坦なもの、 天井部中央が高く、山形を呈するものがあ

る。蓋 は蓋 に比べて、小型である。蓋 ５１は染付で蝶を描く。５２・５３は天井部に染付または鉄絵で文

様を描く。素焼蓋 には５４がある。５４は天井部に鉄絵で文様を描く。蓋 には４９・５０がある。４９は天井部

に染付で花を描く。５０も鉄絵で文様を描く。

陶器土瓶蓋とその未製品は１９８点と多く、６％である。蓋の形態は 山形を呈する蓋、 落とし蓋の２

種類がある。土瓶蓋 ・ とも鉄釉・灰釉の両方がある。土瓶蓋 は鉄釉を施すものが１点、灰釉を施す

ものが２５点と、圧倒的に灰釉を施すものが多い。一方、土瓶蓋 は鉄釉が９５点、灰釉が２５点と鉄釉が多い。

土瓶蓋 の５７は灰釉、土瓶蓋 の５５・５６は鉄釉を施す。なお、土瓶では灰釉施釉後にイッチン掛けをする

ものが２点あったが、蓋ではイッチン掛けをするものは見当たらなかった。

陶器土鍋蓋とその未製品は３８点で、１％である。 透明釉を施し、天井部には鉄絵で細線を数条描くも

の、 灰釉を施すもの、 鉄釉を施すものがある。鍋蓋 は１８点あり、５９がある。５９は天井部の上部を欠

損するため、全体は不明であるが、数条の鉄絵の細線を描く。鍋蓋 は３点、鍋蓋 も２点と少ない。鍋

蓋 ・ ともに文様が全くないものと、天井部に数条の沈線を施すものがある。素焼の鍋蓋も 文様の無

いもの、 天井部に数条の沈線を施すものがある。鍋蓋 には５８のように天井部に沈線を施した後、沈線
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と沈線の間の凸部に鉄釉を施すものがある。

陶器土瓶とその未製品は多量に出土した。８７７点で、２６％を占める。土瓶は 体部は丸形または算盤玉

形を呈し、体部に鎬の文様を施すもの、 体部は丸形または算盤玉形を呈し、口縁部下に数条の沈線を施

すもの、 体部は丸形または算盤玉形を呈し、無文のもの、 体部は丸形または算盤玉形を呈し、灰釉後

イッチン掛を施すもの、 体部上半はなで肩を呈し、無文のものがある。土瓶 はいずれも外面に鉄釉を

施す。２２９点と最も多い。６１は体部上部に１条の沈線、その下には縦方向の鎬を平行に施す。釣手は型成

形で、山形を呈し、上辺には刻み目がある。６３は体部から底部にかけての破片である。６１と同じように体

部に鎬を縦方向に施す。底部は上げ底で薄く、外面には環状の溶着痕がある。６５は斜め方向や半円状に鎬

を施す。土瓶 は鉄釉と灰釉を施すものがある。鉄釉１２点、灰釉２点で、鉄釉のほうが多い。６２も鉄釉を

施す。釣手は６１・６３と同様、型成形で山形を呈し、上辺に刻み目をもつ。土瓶 は８２点ある。６０・６９・７０・

７１はいずれも灰釉を施す。釣手の形態がわかるものは６０だけである。６０の釣手も山形を呈するが、上辺に

は刻み目がない。土瓶 は２点ある。いずれも破片で、全体の形状は不明である。土瓶 は６４の１点だけ

である。土瓶 ～ と比べると、口縁部の立ち上がりが長い。また、釣手は型成形で山形を呈するが、や

や細長で、山形の上辺に刻みは無い。青緑色釉を施す。

陶器土鍋とその未製品は９７５点で、２９％を占める。鉄釉と灰釉を施すものの両方があるが、鉄釉７３３点、

灰釉７３点と圧倒的に鉄釉を施すものが多い。７４・７６は鉄釉、７５は灰釉を施す。

陶器行平鍋とその未製品は２１点と少なく、１％である。鉄釉と灰釉を施すものがある。鉄釉を施すもの

は５点、灰釉を施すものは１０点である。７７は内外面に鉄釉を施す。また、小片であるが、外面に飛鉋を施

し、鉄泥を塗布し、内面は灰釉を施すものが３点ある。また、７２・７３のように素焼の持ち手が６点ある。

急須または行平鍋の持ち手であると思われるが、急須の口縁部は見当たらないことから、行平鍋の持ち手

の可能性が高い。

陶器香炉または火入れとその未製品は３４８点で、１０％を占める。香炉または火入れは 半筒形を呈する

もの、 体部は丸く、頸部は立ち上がり、口縁部は外反するもの、 筒形を呈するもの、 筒形を呈し、

碁笥底を呈するものがある。香炉または火入れ は２３点ある。 には透明釉、灰釉、鉄釉を施すもの、染

付を施すものがある。この中でも灰釉を施すものが１９点と多い。８８は透明釉、８５・８９は灰釉を施す。香炉・

火入れ は８６点ある。鉄釉・灰釉を施すものの両方があるが、鉄釉４点、灰釉８２点で、圧倒的に灰釉が多

い。７８は鉄釉、７９は灰釉を施す。香炉または火入れ は最も多く、１４４点ある。湾曲する鎬を体部全体に

施し、鎬凹部には灰釉、凸部には鉄釉を施すもの、鎬を施し、灰釉を施釉するもの、鎬を施し、鉄釉を施

釉するもの、鎬を施し、鉄釉を施釉した後、灰釉を施釉するもの、鎬を施し、灰釉を施釉した後、鉄釉を

施釉するもの、染付を施すもの、鉄絵を施すもの、灰釉施釉後鉄釉を流し掛けするもの、灰釉だけのもの、

鉄釉だけのもの、体部状半に横方向沈線を施し、鉄釉を施釉するものがある。８０～８２は鎬凹部には灰釉、

凸部には鉄釉を施す。８３は鎬を施し、鉄釉を施釉する。８６は鉄絵を施す。８７は鉄釉を施す。この中で最も

多いのは鎬を施し、鉄釉を施釉するもので、６４点ある。次に多いのは湾曲する鎬を体部全体に施し、鎬凹

部には灰釉、凸部には鉄釉を施すもので、５３点ある。その他は少量である。香炉または火入れ は１点で、

灰釉を施すもの（８４）がある。８４は小型である。

灯火具には灯明皿・灯明受皿・灯明受台・ひょうそく・油注ぎ・ろうそく立てがある。この中でも灯明

皿が最も多く、未製品を含めると１７０点出土した。灯明皿はいずれも灰釉を施す。内面に菊花文や「井」・

「い」を浮き彫りした円形浮文を貼り付け、斜格子を櫛描し、内面と口縁部外面に薄緑色の灰釉を掛ける

ものが多い。９１は内面に斜格子の櫛描文を描く。一部口縁部を欠損するため、円形浮文の貼り付けの有無
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は不明である。９７は円錐ピンを間に挟んで、４枚の灯明皿が溶着し、上部には扁平な粘土塊が溶着する。

９７の上部の灯明皿は菊花文の貼り付けがある。扁平な粘土塊が溶着するため、櫛描文の有無については不

明である。

陶器灯明受皿はその未製品を含めると６８点出土した。いずれも灰釉を施す。 内面の桟が外縁より低い

ものと、 外縁よりもやや高いものがある。大半は である。９２は内面の桟が外縁よりも高く、９３・９４は

外縁よりも低い。

陶器灯明受台は４点出土した。灰釉を施すものが３点、鉄釉を施すものが１点ある。

陶器ひょうそくは４点出土した。灰釉を施すものが３点、鉄釉が１点ある。

陶器ろうそく立ては未製品を含めると６点出土した。口縁部がラッパ状に開くろうそく立ては灰釉を施

すものが２点、素焼の未製品が４点ある。

陶器の油注ぎと考えられる陶器にはランプ形を呈するものがある。１１５は注口をもち、灰釉を施す。ラ

ンプ形を呈するものはこの１点が出土しているだけで、素焼の未製品も出土していないことから、搬入品

の可能性もある。しかし、肉眼での観察では他の陶器と胎土の差異は確認できないので、搬入品かどうか

確定しがたい。

陶器水注は把手・体部・注ぎ口が出土した。灰釉が２点と鉄釉が２点ある。

陶器仏飯器はその未製品を含めると１４点出土した。９５は素焼で、９６は灰釉を施す。いずれも底部外面に

は回転糸切り痕が残る。

陶器甕は未製品を含めると、１１９点出土した。甕は大型のため、破片の数量も多くなるので、実際の個

体数よりも多くなっている可能性が高い。甕には 口縁部が垂下するもの、 口縁部が逆Ｌ字状を呈する

もの、 体部から口縁部がほぼ直線的で、口縁端部に刻み目を巡らすもの、 縦方向に鎬を施すものがあ

る。甕 には灰釉を全体に施した後、一部に藁灰釉を施すもの（１０１）、鉄釉を施した後、一部に藁灰釉を

施すものが各１点ずつある。いずれもやや小型である。甕 は鉄釉を施すものが多い。９８は体部上半には

横方向に沈線を数条巡らせ、内外面に鉄釉を施す。その他、灰釉を施釉した後、肩部に鉄釉を流し掛けす

るものが１点ある。甕 には１００がある。体部から口縁部がほぼまっすぐで、口縁端部に刻み目を施す。

内外面に透明釉を施釉後、口縁部内外面に銅緑釉を施す。甕 は５点ある。いずれも、体部片である。透

明釉施釉後一部に藁灰釉を流し掛けする。

陶器水甕はその未製品を含めると、１０点出土した。流水状の陰刻文様と刺突文を施し、灰釉を施釉した

後鉄釉や銅緑釉を流し掛けするものが６点、素焼の未製品が４点出土した。１０２は全面に灰釉、体部の一

部に銅緑釉を施す。

六角壷はその未製品を含めると６点出土した。１０３は口縁部破片で、全体は不明であるが、灰釉を施し

たあと、口縁端部の一部に鉄釉、体部の一部に藁灰釉を施す。

植木鉢は７点出土した。口縁部形態がわかるものはいずれも逆Ｌ字状に外反する口縁部をもち、体部は

直線的で、底径は口径よりも小さい。この形態の植木鉢は一般的に蘭鉢と呼ばれるものである。植木鉢の

外面の文様は、外面に鉄絵を描くもの、体部上半に鉄釉を帯状に巡らすもの、体部上半に突帯をもち、灰

釉を施すもの、灰釉施釉後鉄釉を流し掛けするものがある。

土管は１点出土した。１１７は破片であるが、「焼物」という文字がヘラ描きされている。さぬき市歴史民

俗資料館に所蔵されている「寛政十一己未寒川郡冨田西村 焼物師助三郎焼」のヘラ描きがある土管と字

体が一致している。また、同じ字体で「寒川」のヘラ描きをもつ土管が吉金窯跡からも出土している。

磁器は器種が特定できないものを含めても６１点と少ない。全破片数の１％未満である。磁器には碗・皿・
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蓋などがある。碗は２５点ある。 丸碗、 広東形碗、 端反碗、 筒端反碗、 青磁染付碗がある。碗

は５点ある。１０５は口縁部外面に四方襷文を描き、体部には樹木を描く。 は３点ある。１０７は底部片であ

る。 は１３６だけである。 も１３７だけである。１３７は底部内面に染付で蝶の文様を描く。焼成がやや甘く、

陶質に近い。 は１５６だけである。内面はコンニャク印判で五弁花文を描く。搬入品の可能性が高い。１０６

は碗であるが、口縁部片で全体の形態は不明である。内面に四方襷文、外面に蝶の文様を描く。

磁器蓋は丸碗の蓋が２点ある。１３８は内外面に蕪の文様を描く。

磁器皿は２５点出土した。 口径１３～１５cm前後、体部はやや丸みをもつもの、 口径２０～２５cm前後、口

縁部端反で口縁端部が肥厚する皿、 口径２０～２５cm前後、口縁端部は輪花を呈するもの、 口径１０cm前

後、体部やや直線的で見込蛇の目釉剥ぎする皿、 角皿がある。皿 は１０点ある。この中で蛇の目凹形高

台を呈するものは５点ある。１０８は内面を圏線で区画し、扇文を描く。そのほか、蛇の目凹形高台ではな

く、輪高台で、畳付のみ無釉のものが３点ある。皿 は７点ある。内面には竹を描き、外面には源氏香を

描くもの（１１１）や、外面は唐草文を描き、内面には墨弾きで唐草文を描くもの（１１０）がある。いずれも

底部まで残っていないが、１１２のような蛇の目凹形高台であると思われる。皿 は１点ある。１３９は内面に

蝶の文様を描く。皿 は３点ある。１０９は内面に二重格子文を描く。皿 も吉金窯跡でみられる。平尾窯

跡出土の皿 で、底部の残っているものはみられないが、おそらく吉金窯跡出土磁器皿（２４）のような断

面四角形の高台が付くものと考えられる。

窯道具はさまざまなものがある。トチン・円錐ピン・環状粘土紐・弧状粘土紐・棒状粘土紐・Ｌ字状粘

土紐・足付扁平環状円盤・扁平環状円盤・扁平円盤・足付扁平円盤・ボタン状円盤・扁平粘土・サヤ鉢・

焼台・逆台形ハマ・敷板・チャツ・タコハマ・シノがある。トチンは 円柱状と、 四角柱状のものがあ

る。トチン は９点、 は２点出土した。円錐ピンはいずれも直径１cm前後である。９２点ある。環状粘

土紐は直径６～１０cm前後で、８点出土した。弧状粘土紐は１４６点あるが、この中には環状粘土紐の両端を

欠損するものも含まれていると思われる。棒状粘土紐２点、Ｌ字状粘土紐は１点ある。足付扁平環状円盤

は扁平なドーナツ状の円盤に円錐ピンが付いたもので、円盤の両面には回転糸切り根がみられる。７０点あ

る。足の付かない扁平環状円盤も１２点ある。中央部に穴のない扁平円盤は２３点ある。直径４～８cm前後

である。扁平円盤に足の付いた足付円盤は１点ある。ボタン状円盤は直径１cm前後の円形浮文状の扁平

な粘土塊で、３点ある。指押さえ痕の顕著な扁平粘土塊も３点ある。サヤ鉢は５９点ある。体部に四角形の

切れ込みを持つものと、持たないものがある。１１８は香炉または火入れが溶着する。サヤ鉢の口縁部には

環状粘土紐を置き、その上にサヤ鉢を載せている。焼き台は２種類ある。 天井部は平坦で、天井部に最

大径をもち、天井部径２０～３０cmを測り、側面は内側に湾曲するもの、 浅い鉢を逆に置いた形態で、下

部に最大径をもつ。下部径８～１３cmで、天井部に孔があく。 は少なく２点であるが、 は１９３点と多い。

逆台形ハマは浅い皿形を呈し、中実で天井部に平坦面をもつもので、 直径１０cm以上のもの、 直径６

～８cmのものがある。逆台形ハマ は中央部に孔があるものが３点、孔がないものが１点ある。 は２

点ある。敷板は２点ある。１５２は短辺１１cm、厚３cmを測る。上部には環状粘土紐が溶着する。チャツは

浅い碗のような形態で、１点出土した。タコハマは２点出土した。いずれも４枚の羽をもつ。シノは扁平

な円盤に脚部が付いた形態である。１点出土した。

ヘラ描きまたは押印のある陶磁器や窯道具も少量ある。鉄釉施釉の土瓶または土鍋の底部（６９）には□

の中に斜線のある印がみられる。吉金窯跡出土遺物にも同一の印がある。そのほか、ヘラ描きのある陶磁

器片がある。陶器水甕（１１６）の底部外面に「秀印」、素焼の底部（１５８）には「民」のヘラ描きがある。

窯道具では「山」をヘラ描きする扁平環状円盤（１５９）がある。同じヘラ描きは吉金窯跡扁平環状円盤（１３２）
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にもある。トチン（１４１）には円を２つ上下に重ねた団子状のヘラ描き、シノ（１５５）には大きな円のヘラ

描きがある。サヤ鉢（１０４）の体部には三角形の山の下に「市」のヘラ描きがある。土管（１１７）には「焼

物」のヘラ描きがある。以上のようなヘラ描きや印銘がみられるが、破風「高」を押印した陶器片は確認

できなかった。

４．平尾窯跡出土遺物の特徴と吉金窯跡出土遺物

平尾窯跡から出土した陶磁器はいつ頃生産されたものであろうか。出土陶磁器の中には他地域の窯で生

産された搬入品も混じっていると考えられるが、ここでは平尾窯跡から出土した陶磁器の生産時期の検討

を器種ごとに行う。

まず、陶器について検討を行う。陶器・陶器未製品は全破片の９１％を占めることから、磁器に比べると、

長期間生産していたことが推定される。

碗 の中で、鉄絵で唐草文を描く碗と灰釉を施す碗に類似する碗は長崎県皿山本登窯跡２Ｔ１１層～２層

でも出土している。皿山本登窯跡出土資料は１７８０年代から１８１０年代に位置付けられている（５）。また、碗

の中で、鉄絵で唐草文を描く碗と灰釉を施す碗は吉金窯跡にもある。吉金窯跡では碗 の灰釉を施す碗と

灯明皿がサヤ鉢に溶着した資料がある。この灯明皿は平尾窯跡出土灯明皿（９７）とほぼ同形態で、１８世紀

末から１９世紀前半に比定されることから、陶器碗 は１８世紀末から１９世紀前半に製作されたものと推定さ

れる。碗 の広東碗は肥前では１７８０年代から１９世紀前半に比定されていることから、同時期のものであろ

う。碗 は京・信楽で多量に生産される小杉碗を真似たものである。碗 の中で口縁部まで残っているも

のはないが、１２・１３は口径１１cm前後で、１２は梅が、１３は松の枝と葉が鉄絵で丁寧に描かれている。また、

１４は松が数本の直線だけで描かれており、口径９cm前後である。１５は文様の有無は不明であるが、１４同

様口径９cm前後と推定される。江戸遺跡の出土例では口径１１cmの大振りのものは１７世紀末～１８世紀初頭

に出現し、体部の根引き松の文様は鉄と呉須を使い、丁寧に描かれている。１８世紀後半になると、口径９

cm前後と小振りになり、文様も雑で鉄絵のみとなる（６）。１２・１３はやや大振りで、１３の体部に描かれてい

る松も退化していないことから、１８世紀代のものと考えられる。また、１４は小振りで、松も雑であること

から１８世紀後半頃のものと考えられる。なお、１２のような梅の文様をもつ小杉碗は信楽では例がない。碗

の筒形碗は信楽にも同形態の碗がみられる。滋賀県信楽町勅旨５３－１号窯や牧１７号窯では鉄絵で２本線

を描くものがみられる。１６は１９・２０に比べて、底部が分厚く、外面には１１・１８と同方向に廻る渦兜布があ

る。碗 の中でも渦兜布があるのは１６だけであることから、信楽からの搬入品の可能性もある。信楽では

勅旨５３－１号窯は１８世紀半ば、牧１７号窯は１９世紀初頭に位置付けられている（７）。１６は搬入の可能性もある

が、碗 は１８世紀半ばから１９世紀初頭のものであると考えられる。碗 は２点出土した。いずれも素焼で

ある。吉金窯跡でも碗 は２点みられる。いずれも焼成不良で、釉薬は明瞭ではないが、底部外面以外に

灰釉または藁灰釉が施される。信楽でも黄瀬２７号窯で出土している。黄瀬２７号窯では凸凹碗として報告さ

れ、底部外面以外にやや緑かかった透明釉が施される。信楽では黄瀬２７号窯は１８世紀半ばに比定されてい

る（７）。

皿の中で最も多い皿 ・ は見込み蛇の目釉剥ぎを施す。皿 の２８は高台畳付に環状粘土紐が溶着する。

２９は蛇の目釉剥ぎ上に環状粘土紐が溶着しており、蛇の目釉剥ぎ上に環状粘土紐を置いて皿を重ねたこと

がわかる。また、吉金窯跡でも皿 ・ は出土しており、蛇の目釉剥ぎ上に環状粘土紐が溶着する皿があ

る。見込み蛇の目釉剥ぎは肥前など九州ではみられるが、九州では環状粘土紐を使用せず、蛇の目釉剥ぎ

上に環状粘土紐を重ねることはしない。京・信楽・瀬戸では環状粘土紐を使用しており、輪ドチと呼ぶ。
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鉢 は吉金窯跡にもある。吉金窯跡５０は鉄釉が流し掛けされ、見込みには目跡が残る。平尾窯跡３９は底

部が残っていないため、目跡の有無は不明であるが、鉢 の底部と推定される４０には目跡が残る。

燗徳利は鳶口で、灰釉の上に藁灰釉を施す。このような燗徳利は吉金窯跡でも出土している。信楽での

鳶口の燗徳利の出現は１９世紀半ばであることから、燗徳利は１９世紀半ば以降のものと考えられる。

鍋蓋は信楽で１８世紀後半に出現する（８）。特に鍋蓋 の天井部に数条の沈線を施すものは信楽では１８世紀

後半に位置付けられることから、５８は１８世紀後半のものと考えられる。

香炉・火入れ の中で、湾曲する鎬を全体に施し、鎬凹部には灰釉、凸部には鉄釉を施すものは信楽も

しくは瀬戸・美濃でも製作されている。京都府京都御所東方公家屋敷群跡では１８世紀末から１９世紀前半の

遺構から出土している（９）ことから、１８世紀末から１９世紀前半頃のものと考えられる。

灯明皿・灯明受皿は信楽では１８世紀後半頃から生産される（１０）ことから、１８世紀後半以降のものと考え

られる。灯明皿の中には「い」・「井」が陽刻される円形貼り付け文をもつものがある。この貼り付け文

は吉金窯跡でもみられる。

行平鍋は１８世紀末頃から出現する。この中で飛鉋を施すものは１９世紀代のものと考えられる。飛鉋を施

す行平鍋は吉金窯跡でも出土している。

１１５はランプ形を呈するが、同形態のものは信楽町漆原Ｃ遺跡でも出土している。漆原Ｃ遺跡は幕末か

ら明治中頃まで操業していたと考えられている。平尾窯跡では明治時代の遺物はほとんど出土していない

ので、１１５は幕末頃のものであろう。

水甕・六角壷・甕 は瀬戸製品とよく似ている。水甕・六角壷の素焼が出土していることから、搬入品

ではなく、瀬戸製品を模倣して製作したものに間違いない。水甕１０２・１１６は刺突が省略されておらず、瀬

戸では１８世紀後半から１９世紀初頭に位置付けられる。１０２・１１６も同時期のものと考えられる。六角壷１０３

は瀬戸では１９世紀前半に位置付けられる（１１）ことから、１０３も同時期のものと考えられる。吉金窯跡でもこ

のような瀬戸製品の模倣品は出土している。

このように、平尾窯跡から出土した陶器は１８世紀後半から幕末頃のものであるが、この中でも１８世紀後

半から１９世紀前半のものが多い。１８世紀後半のものは碗・皿が多く、信楽や九州の影響を受けたものが認

められる。１９世紀代のものは信楽や瀬戸の影響がみられる。また、平尾窯跡出土陶器の大部分の種類は吉

金窯跡でも出土している。しかし、吉金窯跡のほうが碗の形態が多種であるなど、吉金窯跡のほうが陶器

の種類が多い。また、吉金窯跡では高松藩のお庭焼である理兵衛焼の印銘である破風「高」を押印する陶

器片が出土しているが、平尾窯跡ではみられなかった。

次に、磁器について検討を行う。碗 ・ ともに肥前でも同じ形態の碗がある。肥前の年代観では碗

の丸碗は１８世紀第４四半紀、碗 の広東形碗は１７８０年代から１９世紀前半代に位置付けられる。碗 １０５の

体部に描かれる樹木の文様（五葉松か？）をもつ碗は吉金窯跡でもみられる（３）。また、碗 の広東形碗も

吉金窯跡にもある。１０６の外面の文様である蝶は吉金窯跡出土遺物の磁器蓋（１３）の内面にも描かれる。

この蝶の文様は肥前には見当たらないが、筑前須恵焼には同じような蝶の文様がある（１２）。なお、吉金窯

跡では口縁部が端反で、細線で雲竜文を描く碗（１１・１２）が出土しているが、平尾窯跡ではみられなかっ

た。丸碗蓋（１３８）には蕪の文様が描かれるが、吉金窯跡でも同文様の蓋がある。

磁器皿 ・ ともに吉金窯跡でもみられる。皿 は肥前にも同形態の皿があり、１８世紀末から１９世紀初

頭に比定される。１１１は外面に源氏香、内面に竹を描くが、吉金窯跡にも類似する文様をもつ皿がある。

このような文様は肥前にはみられないが、筑前須恵焼には同じ文様をもつ皿がある。

このように磁器は１８世紀第４四半紀から１９世紀前半代に生産されたものと考えられるが、磁器片の出土
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量は６１点と非常に少ないことから、平尾窯跡で磁器を焼成したのは数回程度であると考えられる。また、

陶器皿３３・３６の見込みには磁器片が溶着していることから、磁器と陶器を重ねて、いっしょに焼成したと

思われる。なお、磁器に描かれた文様から、肥前だけではなく、筑前須恵焼の影響を強く受けていること

がうかがわれる。

窯道具については肥前など九州で使用されるものと、信楽または瀬戸で使用されるものの両方がある。

九州で使用され、信楽では使用されないものには、タコハマ・チャツ・シノ・逆台形ハマがある。また、

逆に信楽または瀬戸で使用され、九州で使用されないものには焼台・環状粘土紐（信楽・瀬戸では輪ド

チ）・足付扁平環状円盤（瀬戸では足付輪ドチ）・敷板がある。しかし、２９のように見込み蛇の目釉剥ぎ

の上に環状粘土紐を重ねていることから、窯道具の使用方法まで忠実に模倣しているとは言い難い。なお、

これらの窯道具も吉金窯跡でも出土しており、種類の差異はみられない。また、１５９は扁平環状円盤で、「山」

のヘラ描きがあるが、吉金窯跡でも「山」のヘラ描きをもつ扁平環状円盤が出土している。

以上のように、平尾窯跡から出土した陶器は１８世紀後半から幕末頃とかなりの時期幅があるが、この中

でも１８世紀後半から１９世紀前半のものが多い。磁器については１８世紀後半から１９世紀前半のものが多い。

陶磁器や窯道具は吉金窯跡でも同じ種類、形態のものが出土しているが、吉金窯跡のほうが陶器・磁器と

もに種類が多い。陶器の中で皿や碗の一部については１８世紀後半から１９世紀前半の肥前や筑前、信楽製品

とよく似ている。そのほか、燗徳利・土鍋・行平鍋・土瓶・灯火具は１８世紀後半から幕末の信楽製品、水

甕・六角壷は１８世紀後半から１９世紀前半の瀬戸製品、磁器は１８世紀末から１９世紀前半の肥前・筑前の製品

によく似ていることから、これらと同時期のものと考えられる。

３．富田焼の陶工と平尾窯跡の操業

富田焼の陶工について以前紹介した（３）が、再度ここで紹介する。富田焼の陶工には赤松松山（１７３９～１８２１）、

冨永助三郎（１７７５～１８３７）、民山等がいる。富田焼の陶工の研究は松浦正一氏（１３）や豊田基氏（１）が行ってい

る。松浦氏が調査した富田焼に関する資料の中で最も古い記録は赤松家に伝わる古記録である。松浦正一

氏は赤松家の位牌や、自性院（現在のさぬき市志度町）に残る過去帳、赤松家に残る古記録を調査し、筆

写した（１４）。赤松家に残る記録によると、天明元年（１７８１）１２月２９日に志度にあった赤松家が火災で全焼

し、その後富田村の「藩公の窯跡」で「唐津焼」を焼き、富田の亀田屋恒蔵といっしょに焼物を焼いた。

寛政元年（１７８９）、恒蔵と別れて、寛政８年（１７９６）筑前末村の権平の孫権助を雇い入れ、赤松松山の弟

赤松松林、赤松入山といっしょに製陶を行ったことが記されている（１５）。そのほか、松浦氏の筆写資料の

中で、寛政８年（１７９６）に赤松伊助が浦役人中様あてに書いた「奉願上口上」にも加須谷郡末村権助に陶

業を習ったことが記されている（１６）。赤松松山は赤松家の３代目の焼物師で、初代は赤松弥右衛門（１６８４

～１７４４）、２代目は弥右衛門の長男の赤松清兵衛（号道順、１７１１～１７８１）、弥右衛門の長男が松山（本名伊

助）、次男が松林（本名忠左衛門 １８２１没）、三男が讃窯入山（本名新七 １８２３没）である。初代の赤松弥

右衛門は筑前末村権兵衛を雇い入れ、清兵衛は元文３年（１７３８）権兵衛から陶器術を会得した。赤松松山

の雇い入れた末村権助はこの権兵衛の孫に当たる。

また、富田焼の陶工冨永助三郎は高松藩の御用焼き物師である紀太家と密接な関係がある。紀太家は２

代目以降高松藩に召抱えられ、御用焼き物師となった。４代目行高は藩命により、寒川郡神前村（現在の

香川県さぬき市神前）の庄屋蓮井家の次男伊三郎を養子とした。この蓮井家は吉金窯跡の北方２００mに位

置する。元文２年（１７３７）、伊三郎は５代目紀太弥助惟久となったが、実子がなく、実家蓮井家の親類で

ある寒川郡鴨部中筋村百姓五郎兵衛の息子を養子として迎え、６代目としたが、すぐに病死した。その後、
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寒川郡富田西村冨永助三郎弟弟子筋の者を養子とし、この養子は寛政４年（１７９２）、７代目紀太三千蔵惟

持（１７）となった。７代目の死後、文化１０年（１８１３）惟持の実子の紀太理兵衛惟晴は８代目となり、焼物の

後見を叔父である富田村焼物師冨永助三郎が行った。

そのほか、平賀源内の弟子で、源内焼に関わった陶工の１人である （民）山がいる。 （民）山は安

永９年（１７８０）志度で製陶を始めており、緑・黄・白色の三彩風の型物陶器を製作した（１８）。「民山」を押

印する型物陶器の素焼の未製品は吉金窯跡で出土している。

これらの富田焼の陶工は平尾窯跡でも製陶を行ったのであろうか。先述のように平尾窯跡からは「焼物」

とヘラ描きのある土管（１１７）が出土した。この土管と同じ字体のヘラ描きのある土管がさぬき市歴史民

俗資料館に収蔵されている。この土管の出土地は不明であるが、「寛政十一己未 寒川郡冨田西村 焼物

師助三郎焼」というヘラ描きがある。この「助三郎」とは冨永助三郎（１７７５～１８３７）のことで、吉金窯跡

でもこのヘラ描きと同じ字体の「寒川」というヘラ描きのある土管片（１２４）が出土したことから、吉金

窯跡や平尾窯跡でも冨永助三郎が土管を焼いていたことがわかる。ヘラ描きにある寛政１１年（１７９９）は助

三郎の弟弟子である三千蔵惟持（または千蔵惟持）が７代目理兵衛として活躍していた頃である。

民山については吉金窯跡から「民山」の印銘をもつ皿の未製品が出土しており、吉金窯跡で作陶を行っ

たことがわかる。平尾窯跡から「民」のヘラ描きのある素焼鉢片（１５７）が出土している。破片のため、「民」

の一字しか確認できないが、「民山」の「民」かもしれない。

そのほか、富田焼に関わっていた陶工として、筑前末村出身の権助がいる。赤松家に残る古記録には寛

政８年（１７９６）筑前末村出身の陶工権助を雇い入れたことが記されている。筑前末村は現在の福岡県糟屋

郡須恵町のことで、宝暦元年（１７５１）から明治３５年（１９０２）に須恵焼が焼かれたところである。記録から

肥前陶工を雇い入れていたことが判明しており（１９）、須恵焼は肥前の影響を受けたことがわかる。吉金窯

跡・平尾窯跡出土陶磁器をみると肥前や須恵焼の影響が各所にみられる。吉金窯跡出土の磁器皿（２３）・

平尾窯跡出土磁器皿（１１１）のように口縁部が玉縁で、内面には竹、外面には源氏香を描く皿は須恵焼に

もある。また、吉金窯跡磁器碗（６・９）の見込みに描かれた蝶、平尾窯跡出土磁器碗（１０６）の体部に

描かれた蝶と同じ文様が須恵焼にもある。技法の共通性からも須恵焼の陶工権助（２０）が富田焼の製陶に関

わっていたという古記録は非常に信憑性が高いものと考えられよう。

出土遺物から陶工の名前のわかる資料として、平尾窯跡出土陶器水甕（１１６）がある。１１６は瀬戸の水甕

をまねたものであるが、この底部には「秀印」というヘラ描きがある。この水甕を製作した陶工の名前を

示すものであると思われる。「秀」の字を使用する人物は冨永助三郎の倅冨永秀八がいる（２１）。秀八の名は

さぬき市富田中にある富田神社の玉垣にもある。この玉垣は文化４年（１８０７）に寄進されたもので、「秀

八」と「玄蔵」の名が横並びに彫られている。また、別の玉垣には「権助」（２２）と彫られている。陶器水

甕（１１６）は１８世紀後半から１９世紀初頭の作風であることからも、「秀印」は冨永秀八のヘラ描きである可

能性が高いのではなかろうか。

４．おわりに

以上のように、平尾窯跡出土遺物の紹介と、吉金窯跡出土遺物との対比を行い、窯の操業期間や富田焼

との陶工との関わりを推測した。平尾窯跡は１８世紀後半から幕末頃まで操業していたと考えられる。ここ

で焼かれた陶磁器は信楽の影響を受けたものが多いが、１８世紀後半から１９世紀前半の陶磁器の一部は肥前

や筑前須恵の陶磁器、瀬戸の影響を受けたものがある。肥前・筑前の影響を受けた陶磁器は寛政８年

（１７９６）雇い入れた須恵焼の陶工である筑前末村権助の指導のもとに製作したものであろう。なお、大部
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分の陶器は信楽の影響を強く受けていることから、赤松松山、松林、入山、冨永助三郎をはじめとする陶

工は信楽製品をお手本として陶器を製作した可能性が高い。また、平尾窯跡からは理兵衛焼の印銘である

破風「高」は出土していないことから、高松藩の御用焼き物師である紀太理兵衛が平尾窯跡で陶器を焼い

たとは考えにくいが、平尾窯跡から出土した陶磁器・窯道具は吉金窯跡でも同形態・同文様のものがみら

れ、同じヘラ記号を施す陶器や窯道具が出土していることから、平尾窯跡で陶磁器を焼いた陶工が吉金窯

跡でも陶磁器を焼いたものと考えられる。

以上のように推論したが、富田焼の陶工についての資料は数少ない。特に、瀬戸の作風をもつ水甕の底

部の「秀印」のヘラ描きは今後とも調査を続け、冨永秀八のヘラ描きかどうかの手がかりをつかみたい。

また、先年紹介した吉金窯跡出土資料は資料全体のごく一部を紹介しただけであるので、吉金窯跡ではど

のような陶磁器を量産化していたのか不明瞭である。今後とも、これらの調査を行い、吉金窯跡・平尾窯

跡の築造の経緯や操業、高松藩とのかかわりについて検討していきたい。

最後に、本稿を成すに当たり、さぬき市教育委員会、さぬき市歴史民俗資料館には快く資料の閲覧をさ

せていただき、便宜を図っていただきました。また、稲垣正宏氏、畑中英二氏、山下啓之氏、高山慶太郎

氏、千葉幸伸氏、正木英生氏、調査に参加された六車恵一氏、溝渕茂樹氏には数々のご教授をいただきま

した。記して、感謝申し上げます。

註１ 豊田基「東讃の古窯に関する研究―特に富田焼について―」『文化財協会報』特別号７ 香川県文化財保護協会 １９６５

豊田基「陶業」『大川町史』１９７８

豊田基「讃岐のやきもの」『日本やきもの集成』１０ １９８２

松浦正一『讃岐陶磁器史稿』香川縣立志度商業學校 １９３４

２ 豊田基「陶業」『大川町史』１９７８

３ 藤本史子「富田焼とその流通」『郷土研究 資料集』Ｎo．２６ 大川町文化財保護協会編 ２００１

森下友子「近世の富田焼－吉金窯跡出土遺物―について」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター研究紀要 』財

団法人香川県埋蔵文化財調査センター ２００２

４ 六車恵一「香川県」『日本考古学年報』２１・２２・２３ １９８１

５ 『九州陶磁の編年』九州近世陶磁学会 ２０００

６ 鈴木裕子「江戸遺跡出土の信楽焼」『近世信楽焼をめぐって』関西陶磁器史研究会 ２００１

７ 畑中英二『信楽焼の考古学的研究』２００３

８ 角谷江津子「京都における信楽焼の流通と京焼」『近世信楽焼をめぐって』関西陶磁器史研究会 ２００１

９ 能芝勉「京都市内出土の近世陶磁器―近年の一括出土資料―」『関西近世考古学研究 』２００１

１０ 角谷江津子「京都における信楽焼の流通と京焼」『近世信楽焼をめぐって』関西陶磁器史研究会 ２００１

畑中英二「近世信楽に於ける陶器生産」『近世信楽焼をめぐって』関西陶磁器史研究会 ２００１

１１ 藤澤良祐『瀬戸市史』陶磁史篇６ １９９８

１２ 『筑前の磁器 須恵焼』須恵町教育委員会・須恵町歴史民俗資料館 １９８１

１３ 松浦正一『讃岐陶磁器史稿』香川縣立志度商業學校 １９３４

１４ 松浦正一氏は富田焼だけではなく讃岐の焼物全般に関する資料を調査し、調査資料を２冊に製本し、それぞれ『讃

岐陶磁器史資料一』・『讃岐陶磁器史資料二』と表題を付けた。松浦正一氏の没後、これらの資料はご家族によっ

て瀬戸内海歴史民俗資料館に一括寄贈された。瀬戸内海歴史民俗資料館では『歴史収蔵資料目録１３ 松浦正一文庫

目録』（１９８９）として目録を出版した。

１５「…其後、天明辛丑年（元年）十二月廿九日不幸出火にて全焼に逢ひ後富田村なる藩公の窯跡にて唐津焼取立仰付け

られ焼出し其後同地の亀田屋恒蔵と共に焼き後寛政酉元年恒蔵と分離し寛政戌二年五月又右の窯跡にて独立し寛政

辰年（八年）、筑前賀須谷郡末村権平孫権助を雇ひ入れ松林入山両名の弟も手伝ひたり（此当時の作品を茲に富田焼

として愛玩せらる）其の後志度浦に帰りて家督を息宇吉に譲りて楽焼をも初めたり時に享和三年なり 富田の銘あ

るい松山寛政年間富田にて製作せしものなり又唯松山造とあるは勿論此の人の作品なり」（『讃岐陶磁器史資料一』
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瀬戸内海歴史民俗資料館所蔵）

１６ 奉願上口上

一 私所作之焼物商事他所江ハ不向ニ而渡世之

便ニ成兼申候然所此度所縁之者筑前賀須

谷郡末村権助義上方江作上 二参候序

私方江罷越候右之者唐津焼仕馴居申候

ニ付暫指置焼方習取候様仕度奉願上候

程能出来他所売ニも相加候得者渡世相

以

続仕御慈非難有可奉在候此段宣敷仰

上可被下候以上

志度浦水夫件焼物師

寛政八 伊助

辰四月日

御浦役人中様 （『讃岐陶磁器史資料 一』瀬戸内海歴史民俗資料館所蔵）

１７ 紀太家には由緒書は２冊あるが、『紀太家由緒書 一』では三千蔵惟持、『紀太理平焼物 由緒書 弐』では千蔵惟

持とある。

１８ 豊田基「讃岐のやきもの民山」『さぬき美工』第３６号 １９６６

１９ 高山慶太郎「筑前の磁器『須恵焼』」須恵町立歴史民俗資料館 in Web ２００５

２０ 陶工権助や、陶工が高松藩に出向いたという記録は須恵焼の資料中では見つかっていない。

２１ 豊田瓠庵『陶工庸八』１９７０

２２ 権助は筑前末村出身の陶工権助のことであろう。
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●蓮井家 ●蓮井家 

●吉金窯跡 ●吉金窯跡 

●平尾窯跡 ●平尾窯跡 

● 
平尾窯跡 

図１ 平尾窯跡位置図（約１／１６０００） 国土地理院地形図１／２５０００志度を使用
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図２ 平尾窯跡出土遺物１（１／３）
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図３ 平尾窯跡出土遺物２（１／３）
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図４ 平尾窯跡出土遺物３（１／３）
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図５ 平尾窯跡出土遺物４（１／３）
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図６ 平尾窯跡出土遺物５（１／３）
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図７ 平尾窯跡出土遺物６（１／４・１／３）
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110

111
112

0 10cm

図８ 平尾窯跡出土遺物７（１／３）

表１ 平尾窯跡出土遺物の種類と数量

表２ 器種が特定可能な陶磁器

種類 破片数 割合

陶器・陶器未製品 ７９５０ ９１％

磁器 ６１ １％未満

窯道具 ６７７ ８％

明らかに平尾窯跡
以外で生産された
陶磁器等

６２ １％未満

合計 ８７５０

種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定可能
なもの）

３３１８点

碗 陶器 碗 腰が張る丸形碗 藁灰釉 口縁部のみ緑
色釉

１ ６４ ２％ ３％

灰釉 ９

鉄釉 １

鉄絵唐草文 ２

透明釉 ６

腰の張りが少なく、口
縁部が外方に向かって
開く丸形碗

鉄絵 １

灰釉 １

広東形碗 ４

底部と体部が明瞭に屈曲し、体部から口縁部は
まっすぐにのびる碗（いわゆる小杉碗）

４

筒形碗 鉄釉 ４

鉄絵または染付 １１

鉄絵による帯状の線 ８

灰釉 １１

端反形を呈し、体部外面に亀甲形の面取りをす
る碗

１

素焼 碗 腰が張る丸形碗 ３ ４０ １％

´ 丸形碗？ 高台内部上げ底（高台製作途中
か？）

２

広東形碗 ３

底部と体部が明瞭に屈曲し、体部から口縁部は
まっすぐにのびる碗（いわゆる小杉碗）

５

筒形碗 １８
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種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定可能
なもの）

３３１８点

碗 素焼 碗 口縁部が外方に直線的に開き、体部外面に強い
ろくろ目をもつ碗

２

体部下半が膨らむ碗 １

（不明底部片） ６

皿 陶器 皿 小型で、体部が短く立ち上がる。高台の断面形
は四角形

９ ８０ ２％ ３％

体部はやや丸みをもつ。見込みに蛇の目釉剥ぎ。
高台の断面形は四角形

３９

口縁部「く」の字に外反し、見込みに蛇の目釉
剥ぎ。高台の断面形は四角形

１２

体部は丸みを帯び、口縁部が玉縁。高台の断面
形は四角形

１０

体部は丸みを帯び、口縁部はゆるやかに外反す
る。高台の断面形は四角形。

６

体部はやや丸みをもつ。見込み蛇の目釉剥ぎ。
高台の断面形は三角形。

２

口縁部はほぼ直角に立ち上がり、多角形を呈す
る

２

素焼 皿 体部はやや丸みをもつ。高台の断面形は四角形 ２ ７ １％以下

口縁部「く」の字に外反。高台の断面形は四角
形

３

体部丸みを帯び、口縁部はゆるやかに外反する。
高台の断面形は四角形

１

底部と体部が明瞭に屈曲し、体部はまっすぐに
外方にのびる

１

鉢 陶器 鉢 口縁部が大きく外反し、口縁部が多角形を呈す
る。高台の断面形は四角形を呈する

１ １０ １％以下 １％以下

体部丸く、口縁部玉縁 透明釉（灰釉流し掛け） ２

半筒形を呈し、口縁部
内面肥厚

灰釉 １

鉄絵または染付 ４

大型、体部ボール状、
口縁部平坦

外面鉄釉、内面口縁部
のみ鉄釉

１

大型、口縁部「く」の
字に外反し、口縁部内
面に突帯を施す

鉄釉 １

素焼 鉢 体部丸く、口縁部玉縁 １ １ １％以下

汁次 陶器汁次 鉄釉 １ １ １％以下 １％以下

燗徳利 陶器 燗
徳利

鳶口 灰釉後藁灰釉 ３７ ６４ ２％ ２％

灰釉後イッチン掛 １

形態不明 灰釉 １

鉄釉 ２４

鉄釉後イッチン掛 １

素焼 燗
徳利

形態不明 ６ ６ １％以下

瓶または
徳利

陶器 瓶
または徳
利

染付または鉄絵 ３ ２８ １％ １％

灰釉後藁灰釉 ４

灰釉 １２

鉄釉 ９

素焼 瓶
または徳
利

１９ １９ １％以下

蓋物（蓋） 陶器 蓋 天井部平坦 鉄絵 ３ ５２ ２％ ３％

染付 ３

灰釉 ２４

天井部中央が高く、山
形を呈するもの

鉄絵 １２

染付 １０
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種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定可能
なもの）

３３１８点

蓋物（蓋） 素焼 蓋 天井部平坦 鉄絵 １１ ５２ ２％

天井部中央が高く、山形を呈するもの ４１

蓋物（身） 陶器 蓋
物（身）

体部から口縁部が直線
的で、筒形を呈するも
の

灰釉 ３ ４ １％以下 １％

体部上部に肩をもち、
口縁部が短く直立する
もの

鉄絵 １

素焼 蓋
物（身）

体部上部に肩をもち、
口縁部が短く直立する
もの

無文 １４ １６ １％以下

鉄絵 ２

土瓶蓋 陶器 土
瓶蓋

山形 灰釉 ２５ １４６ ４％ ６％

鉄釉 １

落とし蓋 灰釉 ２５

鉄釉 ９５

素焼 土
瓶蓋

山形 １１ ５２ ２％

落とし蓋 ４１

土鍋蓋 陶器 鍋
蓋

透明釉を施す。天井部には鉄絵の細線を数条描
く。

１８ ２３ １％以下 １％

灰釉 文様無し １

天井部に数条の沈線 ２

鉄釉 文様無し １

天井部に数条の沈線 １

素焼 鍋
蓋

文様無し ４ １５ １％以下

天井部に数条の沈線 沈線凸部に鉄釉を施し
ていないもの

５

沈線凸部に鉄釉を施す
もの

６

土瓶 陶器 土
瓶

体部は丸形または算盤
玉形を呈し、体部に鎬
の文様を施すもの

鉄釉 ２２９ ５８５ １７％ ２６％

体部は丸形または算盤
玉形を呈し、口縁部下
に数条の沈線を施すも
の

鉄釉 １２

灰釉 ２

体部は丸形または算盤
玉形を呈し、無文のも
の

灰釉 ８２

体部は丸形または算盤
玉形を呈し、灰釉後イ
ッチン掛を施すもの

２

体部上半はなで肩を呈
し、無文のもの

青緑色釉 １

文様・形態不明 鉄釉 １０５

灰釉 １５２

素焼 土
瓶

体部に鎬の文様を施すもの ５３ ２９２ ９％

文様・形態不明 ２３９

土鍋 陶器 土
鍋

鉄釉 ７３３ ８０６ ２４％ ２９％

灰釉 ７３

素焼 土
鍋

１６９ １６９ ５％

行平鍋 陶器 行
平鍋

鉄釉 ５ １８ １％以下 １％

灰釉 １０

外面に飛鉋を施し、鉄泥を塗布する。内面は灰釉を施
す。

３

素焼 行
平鍋

３ ３ １％以下

香炉また
は火入れ

陶器 香
炉または
火入れ

半筒形を呈するもの 透明釉 １ ２７６ ８％ １０％

灰釉 １９
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種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定可能
なもの）

３３１８点

香炉また
は火入れ

陶器 香
炉または
火入れ

鉄釉 ２

染付 １

体部は丸く、頸部は立
ち上がり、口縁部は外
反するもの

鉄釉 ４

灰釉 ８２

筒形を呈するもの 湾曲する鎬を全体に施
す。鎬凹部には灰釉、
凸部には鉄釉を施す

５３

鎬を施し、灰釉を施釉 ３

鎬を施し、鉄釉を施釉 ６４

鎬を施し、鉄釉後灰釉
を施釉

１

鎬を施し、灰釉後鉄釉
を施釉

１

染付 ２

鉄絵 ２

灰釉施釉後鉄釉流し掛
け

３

灰釉 ４

鉄釉 ６

体部状半に横方向沈線
を施し、鉄釉を施釉す
るもの

５

筒形を呈するもの。底部は碁笥底。 １

筒形 または半筒形 鉄絵 １

鎬を施し、灰釉後藁灰
釉を施釉

１

鎬を施し、鉄釉を施釉 １

灰釉後藁灰釉を施釉 １

鉄釉後灰釉を施釉 １

鉄釉 ３

不明 灰釉 １２

灰釉後鉄釉施釉 ２

素焼 香
炉または
火入れ

半筒形を呈するもの 鉄絵 １ ７２ ２％

体部丸く、頸部は立ち上がり、口縁部外反 ９

筒形 鎬 ２５

湾曲する鎬を全体に施
す。鎬凹部には灰釉、
凸部には鉄釉を施す

１４

刺突文 ３

鉄絵 ４

無文？ １６

灯明皿 陶器 灯
明皿

灰釉 １４６ １４６ ５％ ５％

素焼 灯
明皿

２４ ２４

灯明受皿 陶器 灯
明受皿

桟が外縁よりも低い 灰釉 ４０ ４１ １％ ２％

桟が外縁よりもやや高
い

灰釉 １

素焼 灯
明受皿

２７ ２７ １％

灯明受台 陶器 灯
明受台

灰釉 ３ ４ １％以下 １％以下

鉄釉 １

ひょうそ
く

陶器 ひ
ょうそく

灰釉 ３ ４ １％以下 １％以下

鉄釉 １
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種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定可能
なもの）

３３１８点

ろうそく
立て

陶器 ろ
うそく立
て

灰釉 ２ ２ １％以下 １％以下

素焼 ろ
うそく立
て

４ ４ １％以下

油注ぎ？ 陶器 油
注ぎ？

ランプ形 灰釉 １ ２ １％以下 １％以下

形態不明 鉄釉 １

素焼 油
注ぎ？

形態不明 １ １ １％以下

水注 陶器 水
注

鉄釉 ２ ４ １％以下 １％以下

灰釉 ２

素焼
水注

１ １ １％以下

仏飯器 陶器 仏
飯器

灰釉 ４ ４ １％以下 １％以下

素焼 仏
飯器

１０ １０ １以下

甕 陶器 甕 口縁部垂下 鉄釉のち藁灰釉流し １ １１８ ３％ ４％

灰釉のち藁灰釉流し １

口縁部逆Ｌ字状 鉄釉 ９３

灰釉肩部鉄釉流し １

灰釉 １

体部から口縁部がほぼ直線的で、口縁端部に刻
み目を施すもの

１

縦方向の鎬 透明釉後一部藁灰釉 ５

形態不明 １

陶器 甕
（底部）

鉄釉 １２

灰釉 ２

素焼 甕
（体部）

１ １ １％以下

水甕 陶器 水
甕

流水状の陰刻文様と刺突文 灰釉後鉄釉または銅緑
釉

６ ６ １％以下 １％以下

素焼 水
甕

流水状の陰刻文様と刺突文 ４ ４ １％以下

六角壷 陶器 六
角壺

灰釉 灰釉後鉄釉・藁灰釉 ５ ５ １％以下 １％以下

素焼 六
角壺

１ １ １％以下

植木鉢 陶器 植
木鉢

口縁部は逆Ｌ字状を呈
し、口唇部に平坦面を
もつもの

鉄絵 ２ ７ １％以下 １％以下

体部上半に鉄釉を帯状
に巡らす

１

灰釉施釉後鉄釉流し掛
けするもの

１

体部上半に突帯をもち、
灰釉を施すもの

１

口縁部形態不明 鉄絵 ２

土管 土管 １ １ １％以下 １％以下

磁器（種
類が特定
可能なも
の）

５２点

碗 丸碗 ５ ２５ １％ １％

広東形碗 ３

端反碗 １

筒端反碗 １

青磁染付碗 １

不明（底部片など） １４

蓋 丸碗の蓋 ２ ２ １％以下 １％以下
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表３ 窯道具

種類・器種 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

窯道具・明らかに平
尾窯以外で生産され
た陶磁器・器種の特
定できない陶磁器を
除いた全破片数に対
する割合

磁器（種
類が特定
可能なも
の）

５２点

皿 口径１３～１５cm前 後、
体部はやや丸みをもつ

蛇の目凹形高台 ５ ２５ １％ １％

輪高台、畳付のみ無釉 ３

（底部不明） ２

口径２０～２５cm前後、口縁部端反で口縁端部が
肥厚する

７

口径２０～２５cm前後、口縁端部輪花を呈する １

口径１０cm前後、体部やや直線的で見込蛇の目
釉剥ぎ

３

角皿 １

（高台径１２cm前後、蛇の目凹形高台、 または の
底部か？）

３

種類 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

窯道具 ６７７点 トチン 円柱状 ９ １１

四角柱状 ２

円錐ピン ９２ ９２

環状粘土紐 ８ ８

弧状粘土紐 １４６ １４６

棒状粘土紐 ２ ２

Ｌ字状粘土紐 １ １

足付扁平環状円盤 ７０ ７０

扁平環状円盤 １２ １２

扁平円盤 ２３ ２３

足付扁平円盤 １ １

ボタン状円盤 ３ ３

扁平粘土塊 ３ ３

サヤ鉢 ５９ ５９

焼台 天井部は平坦で、天井部に最大径をもつ。天井
部径２０～３０cm、側面は内側に湾曲。

２ １９５

浅い鉢を逆に置いた形態で、底部に最大径をも
つ。下部径８～１３cmで、天井部に孔があくもの

１９３

逆台形ハマ（浅
い皿形を呈する
が、中実で、天
井部は平坦）

直径１０cm以上 中央部に孔がない ３ ６

中央部に孔がある １

直径６～８cm ２

敷板 ２ ２

チャツ １ １

タコハマ ２ ２

シノ １ １

不明 ３９ ３９
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表５ 器種が不明な陶磁器・明らかに平尾窯跡以外で生産された陶磁器等

種類 形態・施釉などの特徴 破片数 破片数
合計

陶器ある
いは陶器
未 製 品
（種類が
特定不可
能 な も
の）

４６３２点

素焼 碗または香炉 筒形 文様不明 ４９ ５４

鉄絵帯状 ５

陶器 皿または鉢
（底部片）

底部片 見込み蛇の目釉剥ぎ
高台断面形四角形 灰釉

１４ ２９

底部片 高台断面形四角形
蛇の目釉剥ぎ無し

鉄絵 １

灰釉または透明釉 １１

鉄釉 ３

素焼 皿または鉢
底部

高台断面形四角形 文様無し ５０ ６０

見込み鉄絵 ２

底部内面に陽刻 １

高台内部上げ底（高台製作途中か？） ７

素焼 鉢または香炉
または火入れ

半筒形または筒形 文様無し １４ ２１

鉄絵帯状 ４

陶器 香炉または火
入れまたは鉢

半筒形または筒形 無文 １１ １７

外面沈線 ２

外面鉄絵 ４

素焼 瓶または徳利
または燗徳利

８ ８

陶器 蓋物または水
注

外面肩部鉄釉 ２ ３

鉄釉 １

素焼 仏飯器または
ひょうそく

１ １

素焼 蓋物身または
香炉・火入れ

体部半筒形 ２ ２

素焼 土瓶？ 注ぎ口 ２ ２

素焼 行平？（持ち
手）

６ ６

陶器 土鍋または土
瓶（底部から体部）

灰釉 １７１ ６２４

鉄釉 ４５３

素焼 土鍋または土
瓶（底部から体部）

３７４ ３７４

陶器 壺 ３ ３

素焼 壺または徳利
（底部）

１ １

陶器（灰釉片） １０６３ １０６３

陶器（鉄釉片） １０４６ １０４６

陶器（透明釉片） ２ ２

陶器（素焼片） １２７４ １２７４

陶器（鉄絵片） １ １

陶器（露体片） ４４ ４４

磁器（種
類が特定
不可能な
もの）
９点

磁器 皿？ １ １

磁器 仏飯器？ 染付 １ １

磁器 不明 染付 ７ ７

平尾窯跡
以外で生
産された
もの

６２点

土師質土器片 ２３ ２３

瓦 ３ ３

色絵陶器碗 １ １

磁器碗（型紙摺など） ３２ ３２

須恵質片 ３ ３
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図９ 陶器・磁器・窯道具の種類１

－５５－



鉢③ 
鉢④ 鉢⑤ 

汁次 

蓋物（身）② 

蓋物（身）① 燗徳利 

瓶または徳利 
蓋物（蓋）① 蓋物（蓋）② 

土鍋蓋⑤ 

土鍋蓋① 

土瓶蓋② 土瓶蓋① 

土瓶⑤ 

土瓶③ 

土瓶④ 
土瓶③ 

土瓶① 

124
125 126

128

21

44
47

46
51 50

43
57 55

58

59

61

62

63

60 64

図１０ 陶器・磁器・窯道具の種類２
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図１１ 陶器・磁器・窯道具の種類３
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図１２ 陶器・磁器・窯道具の種類４
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図１３ 陶器・磁器・窯道具の種類５
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表４ 遺物観察表

番号 種類 法量 残存率 調整・施釉など 胎土の色調

１ 陶器 碗 口径１１．０cm 口縁部１／８ 外：体部鉄絵（黒褐色釉）後透明釉 内：透明釉 橙灰色

２ 陶器 碗 口径１０．４cm 底径４．８cm
高６．６cm

底部１／３ 外：鉄絵（暗緑色釉）後透明釉、口唇部に陶器口縁部片（灰
釉淡灰緑色釉）溶着 内：透明釉

暗灰褐色

３ 陶器 碗 口径１１．２cm 口縁部１／３
底部完存

外：灰釉（灰緑色釉）、畳付無釉、内：灰釉（灰緑色釉）、
目跡３

灰色

４ 陶器 碗 底径５．２cm 底部完存 外：鉄釉（褐色釉）、畳付無釉 内：鉄釉（褐色釉） 乳灰色

５ 陶器 碗 口径１０．８cm 口縁部１／３ 外・内：口縁部暗緑灰色釉、体部藁灰釉（乳灰色釉） 淡灰色

６ 陶器 碗 口径９．６cm 底径４．２cm
高４．５cm

口縁部１／３ 外：口縁部～体部上半灰釉（乳灰色釉）、体部下半～底部
無釉 内：灰釉（乳灰色釉）

淡橙色

７ 陶器 碗 底径５．０cm 底部１／２ 外：鉄絵（暗褐色釉）、透明釉 内：透明釉 淡黄色

８ 素焼 碗 底径６．２cm 底部１／４ 回転ナデ 淡橙色

９ 陶器 碗 口径１１．０cm 底径５．８cm
高６．０cm

口縁部１／４ 外：灰釉（灰緑色釉）、畳付無釉 内：灰釉（灰緑色釉） 淡灰色

１０ 素焼 碗 口径１２．２cm 底径７．０cm
高さ６．５cm

口縁部１／３ 外：回転ナデ 内：回転ナデ 乳黄褐色

１１ 素焼 碗 口径１０．４cm 底径４．０cm
高５．４cm

底部完存、
体部１／２

外：底部渦兜巾 淡橙色

１２ 素焼 碗 底径２．３cm 底部完存 外：鉄絵（黒色釉） 淡灰黄色

１３ 素焼 碗 底径３．８cm 底部２／３ 外：鉄絵（黒色釉） 断・外：淡灰
橙色 内：暗
灰色

１４ 素焼 碗 底径４．２cm 底部完存 外：鉄絵（暗褐色釉） 乳黄色

１５ 陶器 碗 底径４．０cm 底部完存 外：体部灰釉（淡灰緑色釉）、底部無釉 内：灰釉（淡灰
緑釉）

淡灰色

１６ 陶器 碗 口径８．８cm 底径４．６cm
高６．０cm

底部完存 外：体部鉄絵（黒褐色）後透明釉 、底部無釉、渦兜布
内：透明釉

橙灰色

１７ 陶器 碗 口径８．０cm 口縁部１／４ 外：染付（暗青色） 灰釉（淡灰緑色釉） 内：灰釉（淡
灰緑色釉）

淡灰色

１８ 陶器 碗 足
付扁平環状円
盤

碗底径４．４cm 足付扁平環状円
盤径７．０cm

碗底部完存
足付扁平環
状円盤完存

碗 外：高台部外面一部灰釉（淡緑灰釉）、底部渦兜布、
無釉 内：灰釉（淡緑灰色釉）足付環状円盤 脚３、回転
糸切痕

碗 乳灰黄色

１９ 陶器 碗 底径４．０cm 底部完存 外：鉄絵？染付？（暗灰緑色釉）後透明釉 内：透明釉、
目跡

淡灰色

２０ 陶器 碗 底径６．０cm 底部完存 外：体部灰釉（灰色釉）、底部無釉 内：灰釉（灰色釉） 灰色

２１ 陶器 汁次 底径５．４cm 底部２／３ 外：体部鉄釉（暗褐色釉）、底部無釉 内：鉄釉（暗褐色釉） 灰橙色

２２ 素焼 碗 体部１／４ 回転ナデ 淡橙灰色

２３ 陶器 碗 底径７．２cm 体部１／４ 外：体部灰釉（灰緑色釉）、体部下半～底部無釉、内：灰
釉（灰緑色釉）、目跡

乳橙灰色

２４ 陶器 碗 底径７．０cm 底部１／２ 外：体部鉄釉（黒色釉）流し掛け、底部無釉 内：透明釉、
目跡２

淡灰色

２５ 足付扁平環状
円盤 陶器
碗または皿

足付扁平環状円盤径６．８cm
碗底径６．２cm

碗底部完存
足付扁平環
状円盤完存

足付扁平環状円盤 脚３、回転糸切痕 碗 外：体部透明
釉、底部無釉 内：透明釉

乳黄色

２６ 陶器 皿 口径１２．０cm 底径６．２cm
高２．２cm

底部２／３ 外：体部灰釉（淡灰緑色釉）、底部無釉 内：染付（暗青
色釉）、灰釉（淡灰緑色釉）、目跡１

淡灰色

２７ 陶器 皿 口径１９．０cm 口縁部１／４ 外：灰釉（淡灰緑色釉）内：鉄絵？染付？（黒色釉）、灰
釉（淡灰緑色釉）

淡灰橙色

２８ 陶器 皿 口径２１．４cm 底径１０．０cm
高４．８cm

底部１／４ 外：体部灰釉（淡灰緑色釉）、底部無釉、畳付け環状粘土
紐溶着 内：蛇の目釉剥ぎ、染付（暗青色釉）、灰釉（淡
灰緑色釉）

淡橙灰色

２９ 陶器 皿 口径１９．０cm 底径１０．６cm
高３．５cm

底部１／４ 口縁部一部輪花 外：体部上半灰釉（淡緑灰色釉）、体部
下半～底部無釉 内：見込み蛇の目釉剥ぎ、釉剥ぎ上面
砂・環状粘土紐溶着、染付？鉄絵？（黒青色釉）

淡灰色

３０ 陶器 皿 口径１５．０cm 底径９．８cm
高３．１cm

口縁部１／５ 外：体部灰釉（淡黄緑色釉）、底部無釉 内：灰釉（淡黄
緑色釉）

淡灰色

３１ 陶器 皿 口径１０．０cm 底径５．２cm
高１．６cm

口縁部・底
部１／４

口縁部一部輪花 外：透明釉 内：染付（黒色釉、淡灰色
釉）

淡灰色

３２ 陶器 皿 口径１１．６cm 底径６．８cm
高２．０cm

口縁部１／４ 口縁部一部輪花 外：体部灰釉（淡黄灰色釉）、底部無釉
内：灰釉（淡黄灰色釉）

淡黄色

３３ 陶器 皿 口径１２．２cm 口縁部１／２ 外：鉄釉（茶褐色釉）、畳付無釉、内：鉄釉（外縁部茶褐
色釉、中心部暗緑褐色釉）、蛇の目釉剥ぎ 蛇の目釉剥ぎ
上面に磁器片溶着

灰色

３４ 素焼 皿 口径２０．６cm 底部１／２ 口縁部一部輪花 回転ナデ 淡橙色

３５ 陶器 皿 口径１９．０cm 口縁部１／６ 口縁部一部輪花 外・内：灰釉（暗灰緑色釉） 灰色
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３６ 陶器 皿 口径１３．８cm 底径４．６cm
高２．６cm

口縁部１／４ 外：鉄釉（暗褐色釉）、畳付無釉 内：鉄釉（暗褐色釉）、
見込み蛇の目釉剥ぎ、蛇の目釉剥ぎ上に磁器片溶着

暗灰色

３７ 陶器 皿 底径７．８cm 底部１／４ 外：体部灰釉（灰緑色釉）、底部無釉 内：見込み蛇の目
釉剥ぎ、灰釉（淡灰緑色釉）

淡灰橙色

３８ 陶器 皿 底径８．４cm 底部完存 外：体部灰釉（淡灰色釉）、底部無釉 内：灰釉（淡灰色
釉）、見込み蛇の目釉剥ぎ

淡灰色

３９ 陶器 鉢 口径３２．０cm 口縁部１／６ 外：透明釉、一部灰釉（淡灰色釉）流し掛け 内：透明釉 乳黄色

４０ 陶器 鉢 底径８．８cm 底部完存 外：体部透明釉、底部無釉 内：透明釉、目跡５ 乳黄色

４１ 素焼 皿 口径１４．４cm 底径８．２cm
高４．６cm

口縁部１／２ 回転ナデ 乳黄色

４２ 素焼 皿 底径６．２cm 底部完存 回転ナデ 内：ヘラ状工具痕 乳黄色

４３ 素焼 蓋物
（身）

口径７．０cm 口縁部１／４ 外：鉄絵（黒色釉） 淡橙灰色

４４ 陶器 蓋物
（身）

口径５．４cm 底径３．６cm
高２．９cm

底部１／３ 外：口唇部無釉、体部灰釉（淡緑色釉）、底部無釉 内：
口縁部無釉、体部～底部灰釉（淡緑色釉）

淡橙灰色

４５ 陶器 瓶また
は徳利

口径２．７cm 頸部完存 外・内：灰釉（乳灰色～黒灰緑色） 淡灰色

４６ 陶器 瓶また
は徳利

口径２．８cm 口頸部完存 外：鉄釉（褐色～暗褐色） 内：鉄釉（褐色～暗褐色） 淡灰色

４７ 陶器 燗徳利 口径４．０cm 体部完存 外：灰釉後藁灰釉、青紫色釉 内：口縁部～体部上半灰釉
後藁灰釉、体部無釉

淡灰色

４８ 素焼 蓋 口径１３．０cm 口縁部１／６ 回転ナデ 淡橙灰色

４９ 陶器 蓋 底径１３．４cm 天井部１／３ 外：天井部染付（暗青色釉）後透明釉 内：無釉 乳青色

５０ 陶器 香炉ま
たは火入れ

底径１０．８cm 天井部１／６ 外：鉄絵（黒褐色色）後灰釉（淡灰色） 内：無釉 淡橙灰色

５１ 陶器 蓋 天井部径８．２cm 底径６．６cm
高１．４cm

天井部１／２ 外：天井部染付蝶（暗青色釉）後透明釉 内：無釉 淡黄色

５２ 陶器 蓋 天井部径５．８cm 底径４．４cm
高１．０cm

天井部３／４ 外：天井部溶着痕、染付（黒青色釉）後透明釉 内：無釉 灰色

５３ 陶器 蓋 天井部径７．４cm 底径６．４cm
高１．１cm

天井部１／４ 外：天井部鉄絵（黒緑色釉）後灰釉（淡灰色） 内：無釉 淡灰色

５４ 素焼 蓋 天井部径７．０cm 底径５．０cm
高０．９cm

天井部１／４ 外：天井部鉄絵（黒色） 淡橙灰色

５５ 陶器 蓋 口径７．８cm 高１．６cm
底径７．６cm

底部完存 外：鉄釉（暗褐色釉）、つまみ縦状の線刻 内：無釉 淡黄色

５６ 陶器 土瓶蓋 天井部径５．２cm 底径４．０cm
高１．９cm

口縁部４／５ 外：鉄釉（褐色釉） 内：鉄釉（褐色釉） 淡黄灰色

５７ 陶器 蓋 天井部径９．０cm 高３．５cm 天井部３／４ 外：灰釉（淡灰色釉） 内：無釉 淡茶灰色

５８ 素焼 土鍋蓋 底径１７．０cm 天井部１／６ 外：天井部沈線数条、沈線凸部鉄釉 淡灰色

５９ 陶器 土鍋蓋 底径１２．０cm 天井部１／６ 外：鉄絵（黒色釉）後灰釉（灰緑色釉） 内：無釉 淡灰色

６０ 陶器 土瓶 口径８．４cm 体部１／６ 外：灰釉（暗緑灰色釉）、口唇部無釉 内：灰釉（暗緑灰
色釉）

淡灰色

６１ 陶器 土瓶 口径７．０cm 体部１／６ 外：肩部沈線、体部鎬、鉄釉、暗褐色～黒色釉）、口唇部
無釉 内：鉄釉（褐色釉、黒色釉、暗褐色釉）

乳灰色

６２ 陶器 土瓶 口径１０．０cm 体部１／５ 外：体部上半沈線２条、鉄釉（暗褐色釉） 内：口縁部無
釉、頸部鉄釉（暗褐色釉）、体部上半無釉、体部下半鉄釉
（暗褐色釉）

淡黄灰色

６３ 陶器 土瓶 底径８．４cm 底部１／２ 底部外面溶着痕 外：体部上半鎬、鉄釉（黒褐色釉）、体
部下半～底部無釉 内：鉄釉（黒褐色釉）、目跡

淡黄色

６４ 陶器 土瓶 口径７．６cm 口縁部１／２ 外：青緑色釉 口唇部無釉 内：無釉、一部青緑色釉 灰褐色

６５ 陶器 土瓶 底径８．２cm 体部１／６ 外：体部鎬、鉄釉（茶褐色釉）後黒色釉流し掛け 体部下
半～底部無釉 内：体部鉄泥、底部鉄釉（茶褐色釉）後黒
色釉流し掛け

淡灰色

６６ 陶器 土瓶 底径７．６cm 底部１／４ 外：体部上半鉄釉（茶褐色釉）、体部下半無釉 内：鉄釉
（茶褐色釉）、目跡２

淡褐灰色

６７ 陶器 土瓶 底径３．８cm 底部１／２ 外：体部鉄釉（茶褐色釉）、体部下半～底部無釉 内：鉄
釉（茶褐色釉）

淡灰色

６８ 陶器 土瓶 底径７．２cm 底部１／２ やや歪む 外：体部鉄釉（茶褐色釉）、体部下半～底部無
釉、底部輪状溶着痕 内：鉄釉（茶褐色釉）、目跡１

淡灰色

６９ 陶器 土瓶 底径７．０cm 底部完存 外：体部上半灰釉（淡黄灰色釉） 体部下半無釉、回転ヘ
ラ削り 底部刻印 内：灰釉（淡黄灰色釉）

乳黄灰色

７０ 陶器 土瓶 底径５．６cm 体部１／４ 外：体部溶着痕、体部灰釉（淡灰色釉）、体部下半～底部
無釉 内：灰釉（淡灰色釉）、一部藁灰釉？（乳白色釉）

淡灰色
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７１ 陶器 土瓶 底径８．８cm 底部２／３ 外：回転ヘラ削り、体部上半灰釉（乳灰色釉）、体部下半
無釉 内：灰釉（乳灰色釉）

淡灰色

７２ 素焼（持ち手） 淡橙灰色

７３ 素焼（持ち手） 淡橙灰色

７４ 陶器 土鍋 口径１４．８cm 底径６．０cm
高５．９cm

口縁部１／６ 外：体部上半鉄釉（茶褐色釉）、底部無釉 内：鉄釉（茶
褐色釉）

淡灰色

７５ 陶器 土鍋 口径１７．４cm 口縁部１／４ 外：脚１、口縁部～体部灰釉（淡灰色釉）、体部下半～底
部無釉 内：灰釉（淡灰色釉）

淡灰色

７６ 陶器 土鍋 口径１８．０cm 口縁部１／６ 外：鉄釉（茶褐色釉） 内：鉄釉（茶褐色釉） 淡灰色

７７ 陶器 行平鍋 口径１６．０cm 口縁部１／８ 外：片口、鉄釉（茶褐色釉） 内：鉄釉（茶褐色釉） 淡灰色

７８ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径１３．０cm 口縁部１／４ 外：鉄釉（暗褐色釉） 内：口縁部鉄釉（暗褐色釉）、体
部～底部無釉

乳灰黄色

７９ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径１０．０cm 底径４．６cm
高４．０cm

口縁部１／２
底部完存

外：口縁部～体部灰釉（灰色釉） 内：口縁部灰釉（灰色
釉）

淡茶褐色

８０ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径１０．０cm 体部１／４ 外：鎬、鎬凹部灰釉（淡緑灰色釉）、凸部鉄釉（暗褐色釉）
内：口縁部灰釉（淡緑色釉）、体部～底部無釉

淡灰色

８１ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径１１．２cm 底径１２．２cm
高９．５cm

底部１／４ 外：口唇部無釉、体部鎬、鎬凹部鉄釉（黒色釉）、凸部鉄
釉（暗褐色釉） 内：口縁部鉄釉？（褐色釉）、体部～底
部無釉

淡橙灰色

８２ 陶器 香炉ま
たは火入れ

底径１１．０cm 底部完存 外：底部粘土塊溶着、体部鎬、鎬凹部鉄釉（暗褐色釉）、
鎬凸部透明釉 内：無釉、底部環状粘土紐溶着、環状粘土
紐上面円錐ピン痕２

乳灰色

８３ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径９．２cm 底径５．８cm
高５．８cm

口縁部１／２ 外：体部沈線、鎬、鉄釉（灰褐色釉）、底部無釉 内：口
縁部鉄釉（灰褐色釉）、体部～底部無釉

灰褐色

８４ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径７．０cm 底径４．８cm
高４．８cm

口縁部１／３ 外：体部灰釉、底部無釉 内：口縁部灰釉、体部～底部無
釉

淡橙灰色

８５ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径６．０cm 底径４．４cm
高５．５cm

底部１／３ 外：体部灰釉（灰緑色釉）、底部無釉 内：口縁部（灰緑
色釉）、体部～底部無釉

橙灰色

８６ 陶器 香炉ま
たは火入れ

口径１０．２cm 底径１０．０cm
高７．０cm

口縁部１／３ 外：染付（黒色～黒青色）、乳灰色釉 底部無釉 内：体
部上半乳灰色釉 体部下半～底部無釉

淡茶灰色

８７ 陶器 香炉ま
たは火入れ

底径１０．０cm 底部１／３ 外：体部鉄釉（暗褐色釉）、底部無釉 内：無釉 淡黄褐色

８８ 陶器 香炉ま
たは火入れ

底径４．２cm 底部１／２ 外：脚１、体部透明釉、底部無釉 内：無釉 淡黄灰色

８９ 陶器 香炉ま
たは火入れ

底径５．２cm 底部完存 外：体部灰釉（淡灰緑色釉）、底部無釉 内：無釉、見込
み輪状溶着痕

淡灰黄色

９０ 素焼 香炉ま
たは火入れ

底径８．０cm 底部１／４ 外：鉄絵（黒色釉）後施釉（施釉するが、本焼き前） 内：
無釉

乳橙灰色

９１ 陶器 灯明皿 口径９．４cm 底径４．４cm
高２．１cm

口縁部３／４ 外：円錐ピン１溶着、口縁部灰釉（淡緑灰色釉）、体部～
底部無釉 体部別個体口縁部（灰釉、淡緑灰色釉）片溶着
内：斜格子の櫛描文、溶着痕、灰釉（淡緑灰色釉）

灰色

９２ 陶器 灯明受
け皿

口径６．０cm、受け部径９．４cm 口縁部１／４ 外：口縁部～体部上半灰釉、体部下半無釉 内：灰釉（淡
緑灰色釉）

淡緑黄色

９３ 陶器 灯明受
け皿

口径１０．４cm 底径４．６cm
高２．６cm

口縁部１／３ 外：口縁部灰釉（淡緑灰色釉）、体部～底部無釉 内：受
け部端部無釉、その他灰釉（淡緑灰色釉）

灰色

９４ 陶器 灯明受
け皿

口径１１．６cm 底径５．０cm
高２．１cm

口縁部１／２ 外：口縁部灰釉（淡緑灰色釉）、体部～底部無釉 内：受
け部端部無釉、その他灰釉（淡緑灰色釉）

灰色

９５ 素焼 仏飯器 口径６．６cm 底径４．６cm
高６．０cm

脚柱部完存 外：底部回転糸切り痕 淡橙灰色

９６ 陶器 仏飯器 底径４．４cm 脚部完存 外：体部～脚部灰釉（淡灰緑色釉）、底部回転糸切り痕、
無釉 内：灰釉（淡灰緑色釉）一部発泡

淡灰色

９７ 陶器 灯明皿 いずれも口径１１．８cm
高２．３cm 底径４．０cm

ほぼ完存 灯明皿４個体、灯明皿の上には板状粘土塊溶着、外：体部
上半灰釉（淡灰緑色釉） 内：菊花文貼り付け、灰釉（淡
灰緑色釉）

淡灰色

９８ 陶器 甕 口径２４．０cm 口縁部１／５ 外：肩部沈線４条、体部一部刷毛目、鉄釉（褐色釉）、口
縁部一部無釉 内：鉄釉（褐色釉）

灰色

９９ 陶器 甕 口径１８．４cm 口縁部１／４ 外：口縁部灰釉（淡灰緑色釉）、体部灰釉後鉄釉（暗褐色
釉）流し掛け 内：口縁部灰釉（淡灰緑色釉）、体部鉄釉
（暗褐色釉）

淡灰色

１００ 陶器 甕 口径２０．０cm 口縁部１／６ 口縁部刻み目 外：口縁部銅緑釉（青灰色釉）、体部透明
釉 内：口縁部銅緑釉（青灰色釉）、体部透明釉

淡黄灰色

１０１ 陶器 甕 口径１５．４cm 口縁部１／６ 外：灰釉後藁灰釉 内：口縁部灰釉後藁灰釉、体部無釉 淡灰色

１０２ 陶器 水甕 口径３２．０cm 口縁部１／６ 外：灰釉（淡緑色釉）、一部銅緑釉（青緑色釉）流し掛け
内：灰釉（淡緑色釉）

淡黄灰色

１０３ 陶器 六角壷 口径２０．８cm 口縁部１／８ 外：灰釉（淡緑色釉）後一部鉄釉（黒褐色釉）、一部藁灰
釉（乳白色） 内：口縁部灰釉（淡緑色釉）、体部無釉

淡灰色
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番号 種類 法量 残存率 調整・施釉など 胎土の色調

１０４ サヤ鉢 底径２２．０cm 底部１／８ 外：体部「市」印刻 外：暗茶灰色
～乳 黄 色
内：茶褐色

１０５ 磁器 碗 口径１１．２cm 口縁部１／４ 外：染付（暗青色） 内：透明釉 乳灰黄色

１０６ 磁器 碗 口縁部片 外：染付（暗青色） 内：染付（暗青色） 白色

１０７ 磁器 碗 底径５．６cm 底部３／４ 外：染付（暗青色） 内：黒色釉（自然釉？） 白色

１０８ 磁器 皿 口径１４．４cm 底径９．０cm
高３．９cm

口縁部１／４ 外：染付（暗青色） 体部別個体溶着痕 内：染付（暗青
色）

淡灰色

１０９ 磁器 皿 口径１２．０cm 口縁部１／４ 外：透明釉 内：蛇の目釉剥ぎ、染付（暗青色） 白色

１１０ 磁器 皿 口径２１．８cm 口縁部１／８ 歪む 外：染付（暗青色釉）唐草文 内：染付（暗青色釉）
唐草文墨弾き

白色

１１１ 磁器 皿 口径２４．０cm 口縁部１／６ 歪む 外：染付（暗青色釉）源氏香 内：染付（暗青色釉）
竹？

淡灰色

１１２ 磁器 皿 底径１２．４cm 底部１／３ 歪む 外：体部透明釉、底部無釉 内：染付（暗青色） 白色

１１３ 陶器 碗 口径１２．５ 底径６．５cm
高４．５cm

口縁部１／２
底部１／２

底部円盤充填により成形 外：口縁端部付近灰釉（灰緑色
釉）、体部藁灰釉（乳灰色釉）、体部下半～底部無釉 内：
口縁端部付近灰釉（灰緑色釉）、体部～底部灰釉（乳灰色
釉）

淡灰色

１１４ 陶器 碗 口径９．２cm 底径３．８cm
高５．２cm

底部完存
口縁部１／２

外：体部亀甲形面取り、灰釉（乳灰色釉）、体部下部ヘラ
状工具による刻み 、畳付無釉 内：灰釉（乳灰色釉）

淡黄灰色

１１５ 油注ぎ？ 口径５．０cm 底径４．２cm
高３．７cm

底部完存
口縁部１／２

外：体部下半～底部無釉、口縁端部無釉、体部灰釉（淡灰
緑色釉） 内：灰釉（淡灰緑色釉）

淡黄灰色

１１６ 陶器 水甕 底径１７．０cm 底部完存 外：体部刺突、ヘラ彫り、灰釉（淡灰緑色釉）、底部無釉
ヘラ描き「秀郎」 内：鉄釉、団子トチの上に環状扁平円
盤

淡灰黄色

１１７ 陶器 土管 縦６．２cm横１０．５cm残存
厚２．５cm

破片 外：ヘラ描き「焼物」 茶褐色（白色
砂粒混じる）

番号 種類 法量 調整・施釉など 胎土の色調

１１８ （下から）香炉または火入れ サヤ鉢 （サヤ
鉢口縁部に）環状粘土紐 サヤ鉢 香炉または
火入れ （サヤ鉢口縁部に）環状粘土紐 サヤ
鉢 香炉または火入れ （香炉または火入れの
底部内面に）環状粘土紐

（上から２
番目のサヤ
鉢）
底径１６．０cm
前後高９．５cm

最上部の香炉または火入れ 外：鎬、凹部灰釉（淡灰緑色
釉）、凸部鉄釉（暗褐色色釉） 内：無釉

（最上部の香
炉または火入
れ）淡灰黄色

１１９ （下から）環状粘土紐 土鍋？ 土鍋？ 土鍋
扁平粘土塊 環状粘土紐 土鍋？ 土鍋？

土鍋 扁平粘土塊 環状粘土紐 土鍋 円錐ピ
ン 土鍋 円錐ピン 土鍋

（上から６番
目の土鍋）
口径１５ 前
後

土鍋 内・外：鉄釉（褐色釉） 土鍋 淡灰黄
色
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１１６ 底部外面のヘラ描き
（『吉金窯を中心とした古富田』
香川県文化会館・大川町 １９６９ より転載）



大正期における綾歌郡府中村の史跡調査
―史蹟名勝天然紀念物保存法施行に伴う一地方自治体の対応―

乗松真也

はじめに

１９１９年（大正８）４月、史蹟名勝天然紀念物保存法が公布され、同年６月に施行された。史跡名勝天然

記念物を国が指定し、保護することを目的とするものであるが、国が国内各地の状況をすべて把握できて

いたわけではない。おそらく、各地で多くの組織や人々により史跡名勝天然記念物候補の調査が行われた

ものと思われる。
あやうた ふちゅう

本稿は、１９１９～１９２１年（大正８～１０）に作成された香川県綾歌郡府中村（１）の行政文書『史蹟名勝ニ関ス

ル書類』の分析を通して、史蹟名勝天然紀念物保存法施行に際して一地方自治体が関わった史跡候補の調

査の経緯とその背景を考えるものである。

１．史料解説

【表紙】

「大正八年四月起」とあるが、この史料に綴じられている文書のうち最も早い年月日は、１９１９年（大正

８）６月２３日である（【１－２】）。４月の文書が本来無いのか、あったが綴じられていないのかは不明で

ある。ただ、史蹟名勝天然紀念物保存法は１９１９年（大正８）４月に公布されているため、施行の６月以前

に村役場レベルでも何らかの動きがあったことを推測させる。

【１－１】

府中村長から綾歌郡役所へ提出された「史蹟名勝調査書」（【１－４】）に添えられた文書である。この

時期は郡制廃止以前であり、府中村は綾歌郡と文書のやり取りを行なっていたことがわかる。

【１－２】

１９１９年（大正８）６月２３日、綾歌郡役所から郡内の町村へ出された文書である（２）。史蹟名勝天然紀念物

保存法施行に伴い、指定の候補物件を「種別名称」、「所在地」、「所有区分」、「由来伝説等ノ概要」を示し

てリストアップするよう求めている。「本県内務部長ヨリ照会有」とあるように、綾歌郡は香川県から指

定候補物件を照会されている。

【１－３】

１９１９年（大正８）７月３日、綾歌郡役所から府中村あてに出された、【１－２】に対する回答を催促す

る文書である。【１－２】には「本月末日限リ有無トモ御報有之為候」とあるが、府中村では６月末日の

回答締め切りに間に合わなかったようである。翌７月４日午前１０時までの猶予を与える旨も記されており、

この後提出された【１－１】の日付が７月４日であることから、府中村では急いで回答した様子がうかが

える。

【１－４】

【１－１】に添付された史蹟名勝調査書である。この調査書にリストアップされているのは、「木丸殿

旧蹟」、「内裏泉」、「菅公祈雨旧蹟」、「讃岐国府庁旧蹟」、「印鑰」、「聖堂」、「堺石」の７件である。それぞ

れについて、種別名称、所在地、所有区分、由来伝説が記されている。

－７７－



【２－１】

【２－２】を受けて作成された「府中村史蹟名勝保存書」（【２－４】）に添えられた文書である。

【２－２】

１９１９年（大正８）７月１０日、綾歌郡役所から郡内各町村へ出された、史跡名勝候補の保存状況の調査を

求める文書である。「記」以下にあるように、保存を目的とする団体の施設の概況、その施設の助成の概

況、施設に関する経費、団体の資産額、調査報告書や団体の会則等の印刷物が調査項目として挙げられて

いる。

【２－３】

【２－２】に添付された、保存状況の調査を求める史蹟名勝候補のリストである。「聖堂」、「印鑰」、「国

府庁旧跡」、「菅公祈雨蹟」、「日向王墓」、「内裏泉」、「木ノ丸殿旧蹟」の７件が挙げられている。【１－４】

の「史蹟名勝調査書」と比べると、「堺石」が無くなり「日向王墓」が加えられている。

【２－４】

【２－１】に添付された「府中村史蹟名勝保存調書」である。【２－３】で綾歌郡に示された７件の報

告が記されている。「印鑰旧跡」、「国司庁旧跡」、「菅公祈雨旧蹟」、「日向王墓」、「内裏泉」については、

奨学義会や個人からの寄付などもあってすでに府中村の土地となっており、今後何らかの施設を計画して

いる旨が記されている。うち、いくつかの施設については府中村の名勝旧跡保存会が経営などを担うとの

ことである。「木丸殿旧址」には石碑と擬古堂（木ノ丸殿を復元した建物）を建設していることが報告さ

れている。

【３－１】

１９１９年（大正８）１０月２５日、綾歌郡役所から郡内の各町村と各神職会に出された文書である。史跡名勝

天然記念物の保存には国民の理解が必要であるため、普及に努めること、という内容である。

【４－１】

１９２０年（大正９）５月１６日、綾歌郡役所から郡内の各町村と各神職会に出された文書である。【４－２】

の「保存要目」に従った調査を求めている。さらに、「保存要目」の３番目の項目に「古墳ハ旧態ヲ保テ

ルモノト保タサルモノトヲ問ハス此際全部ヲ調査スルコト」とあるにも関わらず、本文書で「古墳ニ就テ

ハ旧態ヲ保テルモノト否ラサルモノトヲ問ハス此際悉皆取調報告存之度候」と、古墳の悉皆調査を念押し

している。

【４－２】

【４－１】に添付された文書である。１９２０年（大正９）の史跡名勝天然紀念物保存要目（【４－５】）を

基に作成された、１１の項目からなる調査方針である。この１１項目は史跡に関する要目に基づくものであり、

名勝や天然記念物を対象としたものは記されていない。府中村への照会は、名勝と天然記念物を除いた史

跡のみが対象であったのかもしれない。

【４－３】

１９２０年（大正９）６月２２日、【４－１】に対して府中村長藤井亀三郎から綾歌郡役所へ提出された回答

文書である。「木丸殿旧址」、「内裏泉」、「菅公祈雨旧蹟」、「讃岐国庁旧蹟」、「印鑰明神址」、「聖堂旧蹟」、

「堺石」の７件については、【４－１】の「□年六月依頼ニ調査報告セラレシモノハ単ニ名称ノミノ報告

に止メ」の指示に従い名称のみの列挙となっている。

【４－４】

新たに「乃峰古墳」と「古窯跡」が史跡候補として追加されている。
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【４－５】

１９２０年（大正９）に国から出された史跡名勝天然紀念物保存要目が綴じられている。

【５－１】

１９２１年（大正１０）６月３０日付けで府中村長から綾歌郡長へ提出された、「古墳調査書」（【５－２】）に添

えられた文書である。「三月十日付乙収庶第一〇〇号ニテ照会ニ係ル」とあることから、本来は綾歌郡役

所から出された３月１０日付けの文書が存在したのであろう。３月１０日付け文書は、【５－２】の内容から

みて、おそらく古墳の詳細な調査を求めるものであったと思われる。

【５－２】

【５－１】に添付された「古墳調査書」である。「日向王墓」、「ツコ穴（野峯）」、「菊塚」、「ツコ穴（長

谷）」、「大塚」の５基が記されている。

【６－１】

１９２１年（大正１０）６月に村長から郡長あてに提出された、【６－３】による照会への回答文書である。

【６－２】

【６－１】に添付された「府中村史蹟調査書」である。「国府庁址」、「印鑰」、「菅公祈雨旧蹟」、「聖堂」、

「堺石」、「河内駅跡」、「蓮池跡」、「窯跡」、「正物」、「百分」、「帳次」、「状次」の１２件が記されている。

【６－３】

１９２１年（大正１０）年３月１２日、綾歌郡役所から各町村長あてに出された、調査を指示する文書である。

この文書では「古墳ヲ除ク」とあり、やはり３月１０日付けの古墳の調査を求める文書の存在が推測される。

調査事項では、種類、名称、所在地、地目・地積、所有者の住所氏名、形状・大きさなど、現状、由来・

伝説、管理保存の方法などが示されており、前年、前々年の依頼文書（【１－１】【１－２】、【２－１】【２

－２】【２－３】）に比べて、調査項目がより詳細になっていることがわかる。

【６－４】

府中村長から郡長あてに出された、文書の訂正を求める文書である。この文書には「大正九年七月九日」

とあるが、【６－２】（「府中村史蹟調査書」）の訂正であることは疑いないので、大正十年の間違いであろ

う。

２．史料にみえる史跡候補の概要

・木丸殿旧蹟：木丸殿は保元の乱で敗れた崇徳上皇が讃岐国に流され、一定期間過ごしたとされる建物を

指す。現在の鼓岡神社境内にあったとされる。

・内裏泉：崇徳上皇が使用していたとされる井戸。鼓岡神社の北方にある。

・菅公祈雨旧蹟 讃岐国の国司として８８７年から８９０年まで赴任した菅原道真が雨乞いをしたとされる場所。

城山の山頂からやや下った、現在は明神原と呼ばれる場所を指す。いくつかの巨石がある。

・讃岐国府庁旧蹟：讃岐国府（特に政庁）が置かれた場所。現在は讃岐国府跡と呼ばれている。

・印鑰：国府で使用された印と鑰（鍵）の保管庫があったとされる場所。

・聖堂：国府に付属する孔子廟があったとされる場所。「セイドウ」の地名が残る。

・堺石：讃岐国の東西境界を示すとされる標石。

・日向王墓：讃岐国造とされる讃留霊王の子孫、日向王の墓と伝えられる塚。

・乃峰古墳、ツコ穴（乃峯）：現在は新宮古墳と呼ばれる、横穴式石室をもつ古墳。ＪＲ讃岐府中駅南方

の丘陵上にある。
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・古窯跡：現在の府中山内瓦窯跡。国指定史跡。国分寺へ瓦を供給していたと考えられている。坂出市府

中町と高松市国分寺町新名との境界線上にあり、史跡指定時にはそれぞれ府中村、山内村であったため、

両村名を冠した名称となっている。

・菊塚：崇徳上皇の息子、顕末の墓と伝えられている塚。

・ツコ穴（長谷）：【５－２】の古墳調査書によれば、城山東面の中腹にあることになっているが、現在

は不明。

・大塚：現在は王塚古墳と呼ばれている。周辺からは弥生土器も採取されている。

・河内駅跡：河内駅は古代の官道に置かれた駅のひとつ。河内駅跡は現在の坂出市府中町と推定されるが、

詳細な場所は不明である。

・蓮池跡：菅原道真の『菅家文草』に登場する蓮池の跡とされる場所。「イケダ」の地名が残る地域が推

定地である。

・正物：国府の倉庫（正倉）があったとされる場所。【６－２】「府中村史蹟調査書」では、その根拠とし

て「ショウソウ」と読む「正惣」の字が「正物」に変化したことを挙げている。

・百分：税のうち１００分の１を納めた堂があったとされる場所。「百分」の地名が残るとされるが、現在は

確認できない。

・帳次：国府で帳簿を調査、もしくは調製した場所とされる。「チョウツギ」の地名が残る。

・状次：国府の書状を取り扱った場所とされる。「ジョウツギ」の地名が残る。

３．史跡候補の変遷

府中村からは史跡候補を挙げた文書が計５回提出されている。これらの文書に掲載されている史跡候補

の変遷を示したものが表１である。この表では、史蹟候補を国府関連、菅原道真関連、国分寺関連、古墳、

崇徳上皇関連に分類した。

１９１９年（大正８）７月の「史蹟名勝調査書」（【１－４】）では、国府関連３件、菅原道真関連１件、崇

徳上皇関連１件、その他１件である。その数日後の「府中村史蹟名勝保存調書」（【２－４】）に示された

のは国府関連３件、菅原道真関連１件、古墳１件、崇徳上皇関連２件である。なお、この文書は綾歌郡か

ら指示されたものについての報告であるため、記されている史跡候補に府中村の考えは介在していない。

ただ、ここでは日向王墓が加えられており、綾歌郡側に何らかの意図があったのであろう。１９２０年（大正

９）６月の文書（【４－４】）は前年の「史蹟名勝調査書」（【１－４】）に加えて、国分寺関連１件、古墳

１件が追加されている。１９２１年（大正１０）６月には「古墳調査書」（【５－２】）と「府中村史蹟調査書」（【６

－２】）が提出されている。両者は同一時期の文書であるため合わせて考えると、掲載されているのは、

国府関連７件、菅原道真関連２件、国分寺関連１件、古墳５件、その他２件である。

１９２１年の国府関連の史跡候補は１９１９～２０年に比べて４件増加している。これら４件の国府関連施設を連

想させる地名は、１９１６～１７年（大正５～６）に赤松景福（３）により新聞紙上で紹介されているものであり（４）、

新たな調査で判明したものではない。１９２１年以前にすでに知られていたものが、この段階であえて追加さ

れているのである。同年の文書（「府中村史蹟調査書」）冒頭に「国府庁址」が配されていることも含めて

考えると、府中村としては最終的に国府関連の史跡候補を最重要視していたことがうかがえる。前後して

行われた県内外の有識者による讃岐国府跡の顕彰活動とそれらの活動への府中村長の関与などは（５）、府中

村の讃岐国府跡に対するこのような姿勢を裏付けるものといえる。

府中山内瓦窯跡は１９２０年に追加される。【４－４】に「国分寺創建ノ当時瓦ヲ焼キシ古窯ト伝ヘ依然原
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形ノ存スルモノアリ」とあることから、府中山内瓦窯跡出土瓦と讃岐国分寺跡の創建時の瓦との同氾関係

が確認された可能性がある。その場合、出土瓦に関する専門的知識を有する人物による調査への関与が推

測される。また、讃岐国分寺跡との関係が深い府中山内瓦窯跡の評価には、国分寺跡に対する重要性の認

識が前提として存在したはずである。

１９２１年に「府中村史蹟調査書」とは別に「古墳調査書」が作成されたのは、古墳の悉皆調査の指示（【４

－１】【４－２】）の延長線上で捉えられる。なお、古墳についてのみ悉皆調査が指示されたのは、史跡名

勝天然紀念物保存法制定以前からの古墳の取り扱い方法と大きく関わっていると思われる。

１９１９～２０年の段階に２件あった崇徳上皇関連の史跡候補は１９２１年には無くなっている（６）。史跡候補から

外された理由は不明であるが、１９２０年には崇徳上皇に関する伝承地などの顕彰を行う聖跡敬仰会が発足し

ており、史跡指定とは異なる方法で伝承地などの保護が図られたのだろう。

おわりに

本稿では、大正期の史料の分析を通して、史蹟名勝天然紀念物保存法施行に発生した史跡候補の照会へ

の府中村の具体的な対応について明らかにし、年月が経過するとともに府中村としての史跡候補への意図

が顕在化する（府中村が讃岐国府跡を重要視する）ことについて指摘した。

また当時、史跡候補の照会などは、国から香川県、香川県から綾歌郡、綾歌郡から府中村へと順次行わ

れていたようだ。よって今回取り上げた史料からは、府中村の文書のやり取りの直接の相手である綾歌郡

だけではなく、香川県の動向も垣間見ることができる。当時の香川県の行政文書の大半が１９４５年（昭和２０）

の空襲により失われたとされている現在、史蹟名勝天然紀念物保存法への香川県の対応を断片的に知るこ

表１ 各文書に登場する史跡候補の変遷

※数字は文書中に掲載されている順番を示す。

分類 史跡候補名称

【１－４】 【２－４】 【４－４】 【５－２】 【６－２】

史蹟名勝調査書 府中村史蹟名勝
保存調書 古墳調査書 府中村

史蹟調査書

１９１９年７月 １９１９年７月 １９２０年６月 １９２１年６月 １９２１年６月

国府関連

讃岐国府跡 ４ ３ １

印鑰 ５ ２ ２

聖堂 ６ １ ４

正物 ９

百分 １０

帳次 １１

状次 １２

菅原道真関連
菅公祈雨旧蹟 ３ ４ ３

蓮池跡 ７

その他
河内駅跡 ６

堺石 ７ ５

国分寺関連 府中山内瓦窯跡 ２ ８

古墳

日向王墓 ５ １

新宮古墳 １ ２

ツコ穴（長谷） ４

大塚 ５

菊塚 ３

崇徳上皇関連
木丸殿旧蹟 １ ７

内裏泉 ２ ６
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とができるという面でも、本史料を提示した意味があると考える。

なお、本史料に挙げられた史跡候補のうち、１９２２年（大正１１）、府中山内瓦窯跡が史跡に指定された。

香川県では最初の史跡指定であった。一方、府中村が重要と考えたであろう讃岐国府跡は、１９３６年（昭和

１１）に制定された香川県史蹟名勝天然紀念物顕彰規定により、１９３８年（昭和１３）に香川県指定史跡となっ

た（７）。

史料解読にあたっては、三谷智恵氏の多大な協力を得た。

註

１ 現在の香川県坂出市府中町。

２ 受付の日付は７月２８日になっているが、６月２３日からは間隔が空きすぎていること、本文書に続いて出された【１－

３】が７月３日であることを考慮すれば、６月の間違いの可能性が高い。

３ 高松高等女学校（現・香川県立高松高等学校）の教員や石清尾八幡宮の神官を務めた漢学者。

４ 赤松景福 １９１６～１７「府中史蹟」『香川新報』香川新報社

５ 乗松真也 ２０１０「讃岐国府跡の顕彰」『讃岐国府跡を探る』香川県埋蔵文化財センター

６ 菊塚は崇徳上皇関連にも分類できるが、「古墳調査書」に初めて登場することから古墳としての認識が高かったと思わ

れる。そのため、ここでは古墳に分類した。

７ 文化財保護法の制定を受けて１９５１年（昭和２６）に香川県文化財保護規定が定められた。この規定ではそれ以前の県指

定の効力が失われることとなった。讃岐国府跡も例外ではなく、同年に県指定史跡から外れて現在に至っている。
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史 料
【 表 紙 】

大 正 八 年 四 月 起

史 蹟 名 勝 ニ 関 ス ル 書 類

綾 歌 郡 府 中 村

【 １ ‐ １ 】

受 第 一 二 五 四 号

大 正 八 年 七 月 四 日 起 案 決 裁

大 正 八 年 七 月 四 日 発 送

村 長
綾 歌 郡 役 所 宛

別 紙 史 蹟 名 勝 ニ 関 ス ル 調 書 提 出 致 候 也

【 １ ‐ ２ 】

受 附 第 一 二 五 四 号

大 正 八 年 七 月 廿 八 日

乙 収 学 第 一 四 九 号 ノ 一

大 正 八 年 六 月 廿 三 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 等 調 ノ 件

貴 部 内 ニ 於 テ 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 ニ シ テ 承 急 キ 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 法 （ 大 正 八 年 四 月 九 日 法 律 第 四

十 四 号 ） 第 一 條 ニ 依 リ 指 定 ス ル ノ 必 要 ア リ ト 認 メ ラ ル ヽ モ ノ 別 記 様 式 ニ 依 リ 取 調 方 本 県 内 務 部 長 ヨ リ 照 会

有 之 候 条 本 月 末 日 限 リ 有 無 ト モ 御 報 有 之 為 候

種 別 名 称

所 在 地

所 有 区 分

由 来 伝 説 等 ノ 概 要

【 １ ‐ ３ 】

乙 収 学 第 一 四 九 号 ノ 一

大 正 八 年 七 月 三 日

綾 歌 郡 役 所

府 中 村 殿

－８３－



史 蹟 名 勝 等 調 ノ 件

客 月 廿 三 日 付 ヲ 以 テ 調 査 方 申 進 候 首 題 ノ 件 今 ニ 調 書 差 出 無 之 主 務 省 ヘ 提 出 急 ヲ 要 ス ル 旨 電 話 ニ 接 シ 条 所 定

ノ 様 式 ニ 基 キ 此 態 使 ヘ 回 報 有 之 度 候 目 下 調 査 中 ニ テ 調 書 提 出 致 シ 兼 ス ル 特 別 ノ 事 由 有 之 場 合 ハ 明 日 午 前 十

時 迄 猶 予 可 致 モ 同 刻 二 過 キ 候 等 回 報 ナ キ ハ 該 当 ナ キ モ ノ ト シ テ 受 理 ヲ 施 ス ベ ク 候

【 １ ‐ ４ 】

史 蹟 名 勝 調 査 書

種 別 名 称 木 丸 殿 旧 蹟 （ 一 名 黒 木 御 所 ）

所 在 地 綾 歌 郡 府 中 村 字 本 村 上 所 鼓 岡 （ 往 昔 此 付 近 一 帯 ヲ 志 度 ト 称 ス ）

所 有 区 分 鼓 岡 神 社 有

由 来 伝 説 崇 徳 天 皇 御 南 狩 ノ 時 林 田 村 雲 井 御 所 ヨ リ 御 遷 幸 ア ツ テ 六 ヶ 年 間 御 駐 輦 ア ラ セ ラ レ シ 行 宮 ノ 在 リ

シ 所 ニ シ テ 終 ニ 長 寛 二 年 八 月 廿 六 日 此 所 ニ 崩 御 シ 給 ヒ シ 霊 蹟 ナ リ 矣

種 別 名 称 内 裏 泉

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 鼓 岡

所 有 区 分 鼓 岡 神 社 有

由 来 伝 説 崇 徳 天 皇 鼓 岡 木 丸 殿 行 宮 ニ 御 駐 輦 中 供 御 ノ 霊 泉 ナ リ

種 別 名 称 菅 公 祈 雨 旧 蹟

所 在 地 同 郡 同 村 城 山 ノ 南 嶺 （ 小 地 名 明 神 鼻 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 （ 仁 和 二 年 正 月 赴 任 ） タ ル ノ 三 年 即 チ 仁 和 四 年 五 月 国 内 大 旱 ノ 時 公 民 ノ 為

ニ 雨 ヲ 城 山 ノ 神 ニ 祈 リ テ 霊 験 ア リ シ 所 ナ リ （ 現 在 ノ 城 山 神 社 ハ 往 古 城 山 南 嶺 ニ 鎮 座 ス ）

種 別 名 称 讃 岐 国 府 庁 旧 蹟

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 垣 ノ 内 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 古 昔 王 朝 時 代 治 府 ノ 跡 ナ リ 此 地 上 古 ノ 日 武 尊 第 五 ノ 皇 子 武 穀 尊 阿 野 郡 ニ 受 封 シ テ 居 住 セ シ 以 来

世 々 相 伝 ヘ 大 化 二 年 国 司 設 置 ノ 時 武 昌 穀 尊 ノ 後 裔 大 山 麿 其 邑 庁 ヲ 譲 リ ト 云 即 チ 此 地 ハ 国 司 以 来

治 所 ノ ミ ニ ア ラ ズ シ テ 実 に 遠 ク 上 古 ノ 昔 ヨ リ 連 綿 ト シ テ 元 弘 建 武 ニ 至 ル 迄 ノ 間 讃 岐 政 治 ノ 枢 要

地 ニ シ テ 紀 ノ 夏 井 菅 原 道 真 公 等 ノ 名 国 守 相 次 テ 仁 政 ヲ 布 カ レ シ 名 蹟 ナ リ ト ス

菅 家 文 草 （ 菅 公 遺 著 ） 客 舎 冬 夜 詩 ニ 曰 ク 押 衙 門 下 寒 吹 角 開 法 寺 中 驚 暁 鐘 （ 菅 公 自 注 ニ 云 フ

開 法 寺 ハ 府 衙 ノ 西 ニ ア リ ） 本 注 ノ 開 法 寺 跡 ハ 府 庁 跡 ノ 正 面 ニ 位 置 シ 居 ヲ 以 テ 菅 公 在 任 ノ 府 衙 ハ

此 所 ニ ア リ シ コ ト 言 ヲ 待 タ サ ル ナ リ

種 別 名 称 印 鑰

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 内 間 ）

所 有 区 分 府 中 村 有

－８４－



由 来 伝 説 国 府 守 護 神 印 鑰 神 社 の 遺 址 ナ リ 印 ト ハ 国 府 ノ 印 章 鑰 ト ハ 納 ム ル 官 庫 所 在 地 ナ リ ■ ■ （ Ａ ） ハ 単

ニ 印 鑰 ト 証 シ 来 レ リ

種 別 名 称 聖 堂

所 在 地 同 郡 同 村 字 本 村 上 所 （ 小 地 名 内 間 ）

所 有 区 分 民 有

由 来 伝 説 讃 岐 国 庁 ニ ア リ シ 当 時 ノ 聖 堂 遺 址 ア リ （ 増 注 職 原 抄 ニ 所 謂 諸 国 建 学 校 其 傍 建 孔 子 廟 春 秋 ニ 仲 釈

奠 ス 即 是 ナ ラ ン

種 別 名 称 堺 石

所 在 地 同 郡 同 村 字 石 井

所 有 区 分 府 中 村 有

由 来 伝 説 古 昔 王 朝 時 代 ノ 讃 岐 国 東 西 ニ 分 界 セ シ 標 石 ニ シ テ 当 時 ノ 遺 物 今 猶 現 存 セ リ 此 地 昔 時 石 居 ト 称 セ

シ ガ 近 代 誤 テ 石 井 ト 書 セ リ

【 ２ ‐ １ 】

受 発 第 一 三 六 二 号

大 正 八 年 七 月 十 七 日 起 案 決 裁

大 正 〃 年 〃 月 〃 日 発 送

府 中 村 長

史 蹟 名 勝 等 保 存 調 査 ノ 件

本 月 十 日 付 乙 収 学 第 一 六 六 号 ノ 一 ニ テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 調 別 紙 ノ 通 ニ 付 及 逓 連 候 也

【 ２ ‐ ２ 】

受 附 第 一 三 六 二 号

大 正 八 年 七 月 十 一 日

乙 収 学 第 一 六 六 号 ノ 一

大 正 八 年 七 月 十 日

照 会 綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 等 保 存 調 査 ノ 件

史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 ノ 調 査 保 存 ニ 関 シ 左 記 事 項 取 調 方 今 回 其 筋 ヨ リ 照 会 有 之 候 ニ 付 至 急 取 調 本 月 十 八 日 限

リ 当 庁 着 ノ 見 込 ニ テ 回 報 相 成 度 候

追 而 本 件 ハ 時 ニ 急 ヲ 要 ス ル 次 第 ニ ツ キ 本 文 期 日 迄 ニ 御 回 答 相 成 度 右 期 日 迄 ニ 着 答 無 キ 時 ハ 該 当 ナ キ モ ノ ト

見 倣 シ 受 理 可 致 □ ニ ツ キ 申 加 候

記
一 郡 市 町 村 又 ハ 史 蹟 名 勝 等 保 存 ヲ 目 的 ト ス ル 学 会 協 会 等 ノ 公 私 団 体 ニ 於 ケ ル 施 設 ノ 概 況

－８５－



二 同 上 施 設 ヲ 助 成 セ シ コ ト ア ラ ハ 其 概 況

三 以 上 各 項 ノ 施 設 ニ 関 ス ル 経 費 予 算

四 学 会 協 会 等 ニ シ テ 資 産 ヲ 有 ス ル モ ノ ハ 其 資 産 額

五 調 査 報 告 書 、 学 会 、 協 会 、 等 ノ 会 則 其 他 ノ 印 刷 物 ア ラ ハ 各 三 部 回 件 相 成 度

【 ２ ‐ ３ 】

府 中 村

聖 堂
印 鑰

国 府 庁 旧 跡

菅 公 祈 雨 蹟

日 向 王 墓

内 裏 泉

木 ノ 丸 殿 旧 蹟

右 取 調 事 次 ニ 其 調 査 ノ コ ト

【 ２ ‐ ４ 】

府 中 村 史 蹟 名 勝 保 存 調 書

聖 堂 跡

未 タ 何 等 施 設 ナ シ 土 地 亦 タ 民 有 ナ ル ヲ 以 テ 遠 カ ラ ズ 村 施 設 奨 学 義 会 此 地 ヲ 買 収 シ テ 村 ヘ 寄 付 ノ 準 備 中 ニ 付

村 有 ニ 帰 ス ル ヲ 俟 チ 本 村 名 勝 旧 蹟 保 存 会 之 レ カ 相 当 施 設 ヲ 経 営 シ テ 聊 カ 亦 タ 世 道 人 心 ニ 稗 補 ス ル 所 ア ラ ン

ト ス
印 鑰 旧 蹟

本 地 田 壱 段 弐 拾 五 歩 曩 ニ 既 ニ 奨 学 義 会 ヨ リ 府 中 村 奨 学 義 田 ト シ テ 村 ヘ 寄 付 シ 以 テ 今 上 陛 下 御 即 位 大 典 ノ 盛

事 ヲ 永 久 ニ 記 念 シ 奉 リ 兼 テ 古 昔 王 朝 時 代 ノ 国 司 庁 ニ 至 大 ノ 関 係 ヲ 有 ス ル 史 蹟 ヲ 不 朽 垂 ル ヽ ノ 基 礎 ヲ 作 レ リ

今 後 施 設 ニ 要 セ シ モ ノ 名 勝 旧 蹟 保 存 会 之 ヲ 担 当 ス

国 司 庁 旧 跡

遺 蹟 ノ 存 ス ル 所 一 片 ノ 豊 碑 ヲ 建 設 シ テ 菅 紀 ニ 公 徳 化 ノ 洽 子 キ ヲ 追 ヒ 之 ヲ 不 朽 ニ 伝 ヘ ン タ メ 其 中 心 点 ノ 位 置

壱 畝 五 歩 ノ 土 地 ヲ 既 ニ 買 収 シ テ 目 下 整 理 中 ニ 属 セ リ 本 経 営 費 ハ 保 存 会 ヨ リ 之 ヲ 支 弁 セ ン ト ス

菅 公 祈 雨 旧 蹟

土 地 素 ヨ リ 村 有 ニ 属 ス ル モ 未 タ 保 存 ノ 施 設 ナ シ ト 雖 モ 之 レ カ 計 画 ニ 付 キ 考 慮 中 ナ リ

日 向 王 墓

－８６－



墳 墓 周 囲 拾 五 歩 ノ 土 地 ハ 曩 ニ 村 有 ニ 帰 セ シ メ 之 ヲ 修 理 シ 仮 ニ 標 木 ヲ 樹 テ 之 ヲ 顕 彰 セ リ

内 裏 泉

鼓 岡 神 社 有 ノ 霊 泉 ナ ル ヲ 以 テ 古 来 ■ ■ （ Ａ ） 敬 シ テ 押 レ ス 近 時 篤 志 家 ノ 寄 附 ニ ヨ リ 標 名 ヲ 立 テ 保 存 セ リ

木 丸 殿 旧 址

鼓 岡 神 社 境 内 崇 徳 天 皇 行 宮 ノ 霊 域 ナ ル ヲ 以 テ 明 治 四 十 年 村 民 一 致 ノ 醵 金 ヲ 以 テ 其 資 ニ 充 テ 大 勲 位 戴 仁

親 王 殿 下 ノ 篆 額 ヲ 仰 キ 一 大 石 碑 ヲ 建 立 シ テ 之 レ カ 不 朽 ヲ 図 リ 以 テ 四 十 二 年 同 地 顕 彰 会 ヲ 創 設 シ 汎 ク 県 下 ノ

輦 裏 ニ 俟 チ 大 正 二 年 天 皇 七 百 五 十 年 忌 大 祭 ヲ 執 行 シ 其 記 念 ト シ テ 擬 古 堂 ヲ 建 築 シ テ 古 蹟 憑 弔 者 ノ 便 ニ 供

シ 尚 且 ツ 広 ク 天 下 文 学 志 士 ノ 懐 古 詩 歌 文 章 ヲ 募 集 シ テ 大 ニ 紹 介 ノ 道 ヲ 開 キ 今 ヤ 顕 彰 会 予 期 ノ 事 業 剰 ス 処 文

庫 ノ 建 築 保 存 金 ノ 設 置 ナ ル モ 着 々 之 カ 遂 行 ニ 努 メ ツ ヽ ア リ 該 旧 址 建 碑 以 来 ノ 経 費 既 ニ 六 千 有 余 円 ヲ 費 消 ス

ト 雖 モ 事 業 ノ 前 途 尚 遼 遠 ノ 感 ナ キ 能 ハ サ ル ナ リ

【 ３ ‐ １ 】

受 附 第 二 〇 一 二 号

大 正 八 年 十 一 月 五 日

乙 収 学 第 二 六 〇 号

大 正 八 年 十 月 廿 五 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

各 神 職 殿

史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 法 施 行 セ ラ レ 候 ニ 付 テ ハ 調 法 ニ 拠 リ 漸 時 調 査 保 存 ニ 着 手 ス ベ キ 義 ニ 候 処 元 来 史 蹟

名 勝 天 然 記 念 物 ノ 保 存 ハ 国 民 挙 テ □ 必 要 ヲ 理 解 シ テ 之 ヲ 受 護 ス ル ニ 置 ラ サ レ ハ 之 レ カ 目 的 ヲ 達 ス ル コ ト 困

難 ナ ル 次 第 ニ 有 之 候 テ ハ 口 演 文 書 ニ 能 々 此 ノ 趣 旨 ヲ 広 ク 宣 伝 ス ル コ ト 最 モ 必 要 ノ コ ト ヽ 被 存 候 因 テ 御 部 内

ニ 於 テ 講 間 会 等 開 催 ノ 場 合 ニ ハ 史 蹟 名 勝 天 然 物 ニ 関 ス ル 事 □ □ □ 私 □ 中 ヲ 加 ヘ ラ レ 候 抔 致 度 候 次 回 某 前 ヨ

リ 特 ニ 画 通 諜 有 之 候 ニ ツ キ 可 燃 指 置 方 御 取 計 相 煩 シ 度 尚 □ 師 派 遣 希 望 モ 有 之 候 ハ ヽ 内 務 省 ニ 於 テ 事 情 ノ 許

ス 限 リ 希 望 ニ 添 フ ヘ リ 抔 取 計 ハ ル ヽ 筈 ニ 付 是 又 了 知 相 成 度 申 添 候

【 ４ ‐ １ 】

第 １ ０ ０ ９ 号

９ ５ ２ １

府 中 村 役 場

乙 収 学 第 一 五 〇 号 ノ 一

大 正 九 年 五 月 十 六 日

綾 歌 郡 役 所

－８７－



各 町 村 長 殿

各 神 社 神 職 殿

史 蹟 名 勝 天 然 物 保 存 ニ 関 ス ル 件

史 蹟 名 勝 天 然 祀 念 物 保 存 要 目 及 送 付 置 候 処 右 要 目 中 ニ 於 テ 別 紙 調 査 方 針 ニ 基 キ 差 向 キ 急 ノ 要 ス ル モ ノ 左 記

様 式 ニ 依 リ 取 調 方 法 前 ヨ リ 通 牒 越 サ シ 候 条 遅 ク モ 来 ル 六 月 廿 五 日 限 リ 遅 滞 フ ル 報 告 有 之 度 尤 モ 古 墳 ニ 就 テ

ハ 旧 態 ヲ 保 テ ル モ ノ ト 否 ヲ サ ル モ ノ ト ヲ 問 ハ ス 此 際 悉 皆 取 調 報 告 存 之 度 候

追 テ □ 年 六 月 以 来 己 ニ 調 査 報 告 セ ラ レ シ モ ノ ハ 単 ニ 名 称 ノ ミ ノ 報 告 ニ 止 メ 可 然 義 ニ 件 □ 申 加 度 候

様 式
種 別 ‐ ‐ ‐ ‐

名 称 ‐ ‐ ‐

所 在 地 ‐ ‐ ‐

所 有 者 名 ‐ ‐ ‐

形 状 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

面 積 ‐ ‐ ‐ ‐

地 目 ‐ ‐ ‐

由 来 伝 説 等 ノ 大 要

備 考
一 本 様 式 ハ 大 体 ヲ 示 シ タ ル モ ノ ニ ツ キ 必 要 ニ 応 シ 調 査 ノ 目 ヲ 増 加 ス ル ハ 妨 ナ シ

二 現 状 ハ 可 成 図 面 添 付 ヲ 要 ス

三 面 積 ヲ 記 入 シ 難 キ モ ノ ハ 高 、 幅 、 長 等 ヲ 記 入 ス ル ヲ 要 ス

【 ４ ‐ ２ 】

保 存 要 目 ニ 基 ク 調 査 方 針

一 御 城 阯 、 宮 阯 、 行 宮 阯 等 の 皇 室 ニ 関 係 深 キ 史 蹟 ハ 礎 石 、 土 壇 、 濠 塁 、 遺 瓦 等 の 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃

滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

二 社 寺 ノ 阯 跡 及 祭 祀 信 仰 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 礎 石 土 壇 、 濠 塁 遺 瓦 等 の 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ

ヲ 先 ト ス

三 古 墳 ハ 旧 態 ヲ 保 テ ル モ ノ ト 保 タ サ ル モ ノ ト ヲ 問 ワ ズ 此 際 全 部 ヲ 調 査 ス ル コ ト

墓 及 碑 （ 供 養 塔 ノ 類 ヲ 含 ム ） ハ 社 寺 其 他 適 当 ナ ル 菅 理 者 ヲ 有 セ ス 又 ハ 菅 理 者 ヲ 有 ス ル モ 破 壊 湮 滅 ノ 虞 ア ル

モ ノ ヲ 先 ト ス

四 城 阯 、 防 塁 ノ 類 ハ 旧 規 及 遺 物 等 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

国 郡 庁 址 等 ハ 礎 石 、 土 塁 、 濠 塁 等 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 湮 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

古 戦 場 ハ 其 重 要 地 点 ニ シ テ 旧 態 ノ 見 ル ヘ キ モ ノ ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

五 教 育 及 学 芸 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 遺 蹟 遺 物 ノ 徴 証 存 ス ル モ ノ 及 旧 来 ノ 建 造 物 ノ 現 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 廃 頽 ノ 虞

ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

－８８－



六 社 会 事 業 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 遺 蹟 遺 物 ノ 徴 証 ア ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

七 産 業 交 通 土 木 等 ニ 関 ス ル 重 要 ナ ル 史 蹟 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 湮 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

八 旧 宅 、 苑 池 、 井 泉 □ 、 石 ノ 類 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ ニ シ テ 適 当 ナ ル 管 理 者 ナ リ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト

ス
九 人 類 学 及 考 古 学 上 ノ 遺 蹟 ハ 発 掘 ノ 虞 ア ル モ ノ 又 ハ 該 地 ノ 形 状 ヲ 変 更 ス ル 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

一 〇 外 国 及 外 国 人 ニ 関 係 ア ル 史 蹟 ハ 旧 態 ヲ 存 ス ル モ ノ 又 ハ 遺 物 ノ 徴 ス ベ キ モ ノ ヲ 先 ト ス

一 一 伝 説 的 史 跡 ハ 風 致 上 特 ニ 必 要 ナ ル モ ノ ニ シ テ 廃 滅 ノ 虞 ア ル モ ノ ヲ 先 ト ス

【 ４ ‐ ３ 】

発 一 千 二 百 号

大 正 九 年 六 月 廿 二 日 府 中 村 長 藤 井 亀 三 郎

綾 歌 郡 役 所 御 中

客 月 十 六 日 附 乙 収 第 一 五 〇 号 ノ 一 ヲ 以 テ 御 照 会 ニ 係 ル 部 内 史 蹟 名 勝 左 記 ノ 通 ニ 候 、 条 此 段 及 御 回 報 候 也

記
木 丸 殿 旧 址 内 裏 泉 菅 公 祈 雨 旧 蹟 讃 岐 国 庁 旧 蹟 印 鑰 明 神 址 聖 堂 旧 蹟 堺 石

以 上 大 正 八 年 七 月 報 告 済

【 ４ ‐ ４ 】

種 別 名 称 乃 峰 古 墳

所 在 地 字 新 宮

所 有 者 民 有 地

形 状 円 形

面 積 五 十 坪

地 目 山 林

伝 説 不 詳 ト 雖 モ 往 々 千 古 ノ 土 器 発 掘 セ シ コ ト ア リ

種 別 名 称 古 窯 跡

所 在 地 南 前 谷

所 有 者 民 有 地

形 状 円 形

面 積 遺 蹟 各 所 に 点 在

地 目 宅 地 或 畑

伝 説 聖 武 天 皇 天 平 十 一 年 国 分 寺 創 建 ノ 当 時 瓦 ヲ 焼 キ シ 古 窯 ト 伝 ヘ 依 然 原 形 ノ 存 ス ル モ ノ ア リ

【 ４ ‐ ５ 】 （ Ｂ ）

【 ５ ‐ １ 】

大 正 十 年 六 月 二 八 日 起 案 決 裁

－８９－



大 正 〃 年 〃 月 〃 日 発 送

大 正 十 年 六 月 三 十 日

府 中 村 長

綾 歌 郡 長 殿

三 月 十 日 付 乙 収 庶 第 一 〇 〇 号 ニ テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 天 然 物 調 別 紙 ノ 通 及 御 報 告 候 也

【 ５ ‐ ２ 】

古 墳 調 査 書

一 名 称 日 向 王 墓

二 所 在 地 府 中 村 字 前 谷

三 地 目 塚

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 ■ （ Ｃ ） ノ 如 ク 不 等 辺 三 角 形 ニ シ テ 約 七 坪 平 地 ノ 中 心 ニ 小 石 ヲ 盛 リ ア ル ノ ミ

六 現 状 北 ハ 旧 国 道 南 ハ 県 道

七 由 来 讃 留 霊 王 六 世 ノ 孫 綾 ノ 大 領 日 向 王 ノ 古 塚 ナ リ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 墓 碑 ヲ 建 テ 柵 ヲ 設 ク ル ノ 準 備 中

一 名 称 ツ コ 穴

二 所 在 地 府 中 村 字 野 峯

三 地 目 山 林

四 府 中 村 ■ ■ ■ ■ ■ （ Ｄ ）

五 形 状 山 形 五 間 又 三 間 ノ 幅 ニ シ テ 高 サ 二 間 位 ア リ テ 一 方 ヨ リ 出 入 ヲ 得 テ 中 ハ 畳 敷 モ ア リ 上 ニ ハ 松 生 ヒ

居 レ リ

六 現 状 破 壊 シ ツ ヽ ア リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ズ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

一 名 称 菊 塚

二 所 在 地 字 本 村 鼓 岡 正 北 一 丁

三 地 目 社 地

四 所 有 者 県 社 城 山 神 社 末 社 地

五 形 状 不 等 辺 三 角 形 ニ シ テ 十 三 歩 ア リ

六 現 状 一 方 民 家 ニ 接 シ テ 三 方 耕 作 地 ニ シ テ 大 樹 木 ア リ

七 由 来 天 皇 ノ 皇 子 ヲ 葬 レ ル 墳 墓 ナ リ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 中 心 ニ 墓 碑 ノ （ 石 ヲ 以 テ ） 印 ヲ 建 ツ

一 名 称 ツ コ 穴

－９０－



二 所 在 地 字 城 山 小 地 名 長 谷

三 地 目 山 林

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 石 土 ヲ 以 テ 山 形 ニ 築 ケ リ

六 城 山 東 面 部 中 腹 ノ 位 置 ニ 散 在 シ テ 破 壊 シ ツ ヽ ア リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ズ

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

一 名 称 大 塚

二 所 在 地 西 福 寺

三 地 目 山 林

四 所 有 者 府 中 村

五 形 状 山 形 ニ シ テ 五 畝 歩 モ ア リ

六 現 状 城 山 神 社 末 社 福 宮 神 社 境 内 ニ 接 シ 三 方 ハ 村 有 林 則 チ 此 ノ 大 塚 モ 村 有 林 内 ニ ア ル ヲ 以 テ 松 及 雑 樹

生 非 ヒ 居 レ リ

七 由 来 伝 説 詳 ナ ラ ス

八 管 理 保 存 ノ 方 法 ナ シ

【 ６ ‐ １ 】

大 正 十 年 六 月 二 十 六 日 起 案 決 裁

大 正 □ 年 〃 月 〃 日 発 送

村 長
郡 長 宛

本 年 三 月 十 二 日 付 ヲ 以 テ 照 会 ニ 係 ル 史 蹟 名 勝 調 別 紙 ノ 通 及 御 報 告 候 也

【 ６ ‐ ２ 】

府 中 村 史 蹟 調 査 書

其 一
一 種 類 史 蹟

一 名 称 国 府 庁 址

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 垣 ノ 内

一 地 目 田 壱 畝 歩 中 心 点 ヲ 区 画 保 存 ス

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 田 間 荒 蕪 地 目 下 建 碑 計 画 中

一 由 来

孝 徳 天 皇 大 化 ノ 革 新 ニ 当 リ 国 造 子 孫 相 嗣 ク ノ 制 ヲ 廃 シ 始 メ テ 国 司 郡 司 ヲ 定 メ シ 時 ヨ リ 讃 岐 国 府 庁 ヲ 置 カ レ

シ 地 ナ ル ヲ 以 テ 村 名 府 中 ト 云 フ 阿 波 国 名 東 郡 府 中 土 佐 国 長 岡 郡 ノ 府 中 紀 伊 国 名 草 郡 ノ 府 中 豊 後 国 ノ 府 内 ト

称 ス ル 如 シ

－９１－



上 古 日 本 武 尊 ノ 第 五 武 穀 尊 （ 讃 留 霊 王 ） 阿 野 ニ 受 封 シ テ 此 地 ニ 住 マ レ 来 世 々 相 伝 ヘ 大 化 二 年 国 司 設 置 ノ 特

ニ 武 穀 尊 ノ 後 裔 大 山 麿 其 邑 庁 ヲ 国 司 ニ 譲 リ 綾 郷 ニ 住 ス ト 云 フ 又 全 讃 史 ニ 霊 王 居 ヲ 城 山 ノ 東 綾 川 ノ 辺 ニ ト

シ テ 治 ヲ ナ ス 云 云 然 ル 時 ハ 此 地 ハ 国 司 設 置 以 来 ノ 治 所 ニ ア ラ ス シ テ 実 に 遠 ク 上 古 ノ 昔 ヨ リ 元 弘 建 武 ノ 頃 二

至 マ テ 千 有 余 年 ヲ 通 シ テ 讃 岐 政 治 ノ 枢 要 地 ニ シ テ 即 チ 讃 岐 国 守 ニ 任 命 セ ラ レ シ 者 ノ 中 門 特 天 皇 天 安 二 年 ニ

紀 夏 井 孝 徳 天 皇 仁 和 二 年 菅 原 道 真 ニ 氏 ノ 如 キ 人 格 最 モ 高 ク 治 績 大 ニ 著 ハ ル ニ 名 国 守 ノ 政 治 ヲ 行 ヒ シ 所 ナ

ル ヲ 以 テ 特 ニ 尊 重 ス ヘ キ 史 蹟 ナ リ ト ス

参 考
菅 原 道 真 公 国 府 庁 ニ テ 作 ラ レ シ 安 舎 （ 都 ノ 本 宅 ニ 対 シ 讃 岐 ハ □ ナ ル ヲ 以 テ 任 官 地 ヲ 安 舎 ト 云 フ ） 冬 夜 ノ 詩

ニ 曰 ク

客 舎 秋 徂 到 此 冬 。 空 床 夜 々 損 顔 容 。 押 衙 門 下 寒 吹 角 。 開 法 寺 中 暁 驚 鐘 。 開 法 寺 在 府 衙 ノ 西 行 楽 去 留 遵 月

砌 。 詠 詩 緩 急 播 風 松 。 思 量 世 事 長 開 眼 。 不 得 知 音 夢 裏 逢 。

右 詩 句 中 菅 公 自 註 （ 開 法 寺 在 府 衙 ノ 西 ） ニ 依 リ 愈 讃 岐 国 府 庁 ハ 現 在 ノ 位 置 タ ル コ ト ヲ 確 証 ス ル ニ 足 ル ヘ シ

開 法 寺 ハ 菅 公 国 守 タ リ ン 当 時 ノ 大 伽 藍 ナ リ シ ガ 天 正 ノ 兵 火 ニ 罹 リ 復 興 ニ 至 ラ ス シ テ 廃 絶 ス 今 其 跡 池 ト ナ リ

戒 法 寺 ト 云 フ

其 二
一 名 称 印 鑰

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村

一 地 目 奨 学 義 田 壱 段 弐 拾 五 歩

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 耕 作 地 建 碑 着 手 中

一 由 来

印 鑰 ト 云 フ 地 名 ノ 起 リ シ 由 ハ 国 府 ニ ア ラ テ ハ 他 ニ 妄 ニ 云 ハ ヌ 事 ナ リ 印 ト ハ 国 府 ノ 印 章 ヲ 畏 怖 鑰 ト ハ 国 府 ノ

鍵 鑰 ノ 事 ヲ 云 フ 此 ノ 印 ト 鑰 ト ヲ 納 ム ル 官 庫 ノ 縁 故 ヲ 以 テ 印 鑰 ト 云 フ 名 称 存 ス ル ナ リ 国 府 ノ 印 ノ 事 ハ 公 式 令

ニ 見 へ 諸 国 ノ 鑰 ノ 事 続 日 本 紀 等 ニ 見 フ 此 印 鑰 ヲ 御 印 鑰 ト 敬 称 シ 政 所 （ 国 府 ） 守 護 神 ト シ テ 崇 祀 セ ル ヲ 以 テ

印 鑰 大 明 神 ト 云 即 印 鑰 ト 云 フ ハ 印 鑰 大 明 神 旧 蹟 ノ 意 味 ナ リ ト ス 此 印 鑰 明 神 ト 国 府 ト ハ 最 モ 密 接 ノ 関 係 ア ル

ヲ 以 っ て 益 々 讃 岐 ノ 府 中 ハ 国 司 庁 ノ 遺 址 タ ル コ ト 明 白 ナ リ 大 抵 印 鑰 ノ 遺 蹟 ハ 中 古 以 来 諸 国 戦 乱 絶 ヘ サ ル 為

メ 湮 滅 シ テ 世 ニ 伝 フ ル 所 甚 タ 稀 ナ リ

参 考
大 日 本 地 名 辞 書

対 馬 ノ 條 国 府 址 云 云 印 鑰 紀 事 云 御 印 鑰 ハ 政 所 守 護 神 ナ リ 神 体 ニ 坐 印 ト ハ 国 司 官 司 ノ 正 印 ニ シ テ 鑰 ト ハ 府 庫

ノ 鍵 鑰 ヲ 云 フ 国 司 ノ 印 ハ 公 式 令 ニ 見 ヘ 諸 国 ノ 鑰 ハ 文 武 紀 大 宝 二 年 ノ 條 ニ 見 フ 中 略 本 州 ニ テ ハ 府 ノ 政 所 ヲ 嘉

暦 中 ヨ リ 執 政 寺 ト 云 テ 印 鑰 ヲ 崇 敬 シ タ ル ニ 享 禄 元 年 火 災 遭 ヒ テ 社 殿 焼 失 シ 印 鑰 ト テ 流 レ タ リ モ 可 惜 云 云

印 役 （ 羽 前 国 東 山 村 郡 ）

前 略 印 役 明 神 社 ア リ 印 役 ハ 印 鑰 ノ 誤 ナ リ 古 ヘ 国 府 国 司 ノ 政 治 ニ ア タ リ 其 掌 持 ノ 印 鑰 ヲ 廟 祀 ス ル コ ト 当 時 ノ

典 礼 ナ リ 云 云

其 三
一 名 称 菅 公 祈 雨 旧 蹟
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一 所 在 地 城 山 頂 上 南 端 小 地 名 明 神 鼻

一 地 目 山 林

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 厳 石 散 在 老 松 雑 樹 密 生

一 由 来

往 古 菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 ニ 在 任 中 仁 和 四 年 国 中 大 旱 ノ 時 公 自 ラ 死 ヲ 決 シ テ 民 ノ 為 ニ 雨 ヲ 城 山 ノ 神 ニ 祈 リ 霊

験 ア リ シ 旧 蹟 ナ リ 同 神 社 ハ 上 古 城 山 頂 上 ニ ア リ シ モ 中 古 兵 火 ニ 罹 リ 一 時 印 鑰 ノ 地 ニ 遷 シ 遂 ニ 現 在 ノ 地 即 チ

城 山 ノ 麓 字 北 谷 ニ 遷 坐 セ リ 式 内 廿 四 社 ノ 一 ニ シ テ 明 神 大 ニ 列 セ ラ ル 明 治 三 十 六 年 四 月 県 社 ニ 昇 格 ス

参 考 蒲 生 秀 実 白 峰 縁 起 跋 文 抜 萃

昔 菅 公 守 於 此 国 也 旱 公 為 民 祈 雨 於 城 山 以 必 死 出 府 故 後 人 感 其 徳 政 名 与 民 訣 処 曰 死 出 而 鼓 岡 在 其 辺 死 出 志 度

昔 相 近 小 説 以 此 謬 作 志 度 鼓 岡 之 地 祖 世 之 伝 誤 非 一 日 故 今 弁 之 也 云 云

其 四
一 名 称 聖 堂

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 田 壱 段 歩 余

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

孔 子 ヲ 祭 リ シ 所 ナ リ 増 註 職 原 抄 ニ 所 謂 諸 国 建 学 校 其 傍 建 孔 子 之 廟 春 秋 二 仲 釈 奠 ト ア レ ハ 国 府 ノ 附 近 ニ 此 ノ

聖 堂 ノ ア リ シ 事 当 時 ノ 制 ニ 符 号 セ リ 菅 家 文 草 三 巻 ニ 州 廟 釈 奠 有 感 ノ 題 詩 ア リ 州 廟 ト ハ 讃 州 ノ 孔 廟 ト 云 フ 意

ヒ ノ ト

味 ニ テ 釈 奠 ハ 孔 子 ヲ 祭 ル 事 ヲ 云 フ ニ 仲 ハ 春 ノ 二 月 秋 ノ 八 月 ニ テ 日 ハ 其 月 ノ 上 ノ 丁 ヲ 用 ヒ ラ レ タ リ

一 趨 一 弁 意 如 泥 。 樽 俎 ■ 疎 礼 用 迷 。 暁 漏 春 風 三 献 後 。 若 非 供 祀 定 ■ 啼 。

其 五
一 名 称 堺 石

一 所 在 地 府 中 村 字 石 井

一 地 目 学 田 壱 段 四 畝 歩 余

一 所 有 者 府 中 村

一 現 状 大 部 分 学 校 実 習 地 ニ 供 シ 僅 カ ニ 敷 地 ニ 四 坪 ヲ 区 画 シ テ 保 存 セ リ

一 由 来

古 昔 王 朝 時 代 讃 岐 国 東 西 ノ 中 央 ヲ 表 示 セ ル 標 石 ナ リ 昔 ハ 此 地 ヲ 石 居 ト 書 キ シ モ 近 来 石 井 ト 書 セ リ 盍 シ 居 ト

井 ト 国 音 相 同 シ キ ヲ 以 テ 変 化 セ シ ナ ラ ン

其 六
一 名 称 河 内 駅 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 石 井 堺 石 東

一 地 目 田

一 現 状 耕 作 地
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一 由 来

河 内 駅 ハ 上 古 王 政 時 代 ニ 於 ケ ル 讃 岐 国 内 六 駅 （ 引 田 、 松 本 、 三 谿 、 河 内 、 甕 井 、 柞 田 ） ノ 一 ニ シ テ 府 中 村

ニ ア リ 河 内 ハ カ フ チ ト 読 ン テ カ ワ ウ チ ノ 約 語 ナ リ 此 地 名 基 因 ハ 綾 川 ノ 河 内 ノ 義 ニ テ 是 則 チ 府 中 村 ノ 古 地 名

ナ リ 鼓 岡 ノ 木 丸 殿 ヲ 甲 智 御 所 ト 云 ヒ シ 甲 智 モ 河 内 ト 異 字 同 義 ナ リ 此 駅 ハ 国 府 所 在 地 ニ ア ル ヲ 以 テ 当 時 各 駅

中 最 モ 主 要 ノ 位 置 ニ ア リ シ ナ リ

其 七
一 名 称 蓮 池 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 池 田

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

菅 原 道 真 公 讃 岐 国 守 当 時 ノ 蓮 池 蹟 ニ シ テ 今 田 地 ト ナ レ ル ヲ 以 テ 小 地 名 池 田 ト 呼 ベ リ

菅 家 文 草 ニ 曰 ク 丙 午 之 歳 四 月 七 日 予 初 莅 境 巡 視 州 府 府 之 少 北 有 一 蓮 池 池 之 近 東 有 一 長 老 曰 是 蓮 也 □ 処 以 □

有 葉 無 花 仁 和 以 来 葉 花 倶 発 適 至 夏 未 己 過 花 時 長 老 之 言 誠 而 有 験 示 時 予 血 僚 属 作 此 唱 宮 採 摘 池 中 百 千 萬 茎 分

捨 部 内 二 十 八 寺 聞 者 随 喜 見 者 発 発 心 下 略

其 八
一 名 称 窯 跡

一 所 在 地 府 中 村 字 前 谷 小 地 名 ナ カ メ

一 地 目 宅 地

一 所 有 者 民 有

一 現 状 稍 完 全

一 由 来

聖 武 天 皇 諸 国 ニ 国 分 寺 御 建 立 ノ 時 使 用 ノ 瓦 ヲ 焼 キ シ 窯 ト 伝 フ

其 九
一 名 称 正 物

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 高 畑

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

正 倉 院 址 ト 伝 フ 後 世 俗 ニ 正 惣 ト 書 キ シ ハ 其 唱 同 シ キ マ ヽ ニ 字 ノ 変 リ タ ル ナ ラ ン 国 府 庁 当 時 上 納 ノ 租 調 ナ ド

ヲ 入 レ 置 キ シ 所 ト 見 ヘ タ リ

其 十
一 名 称 百 分
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一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 高 畑

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

是 ハ 拾 芥 抄 ニ 正 蔵 率 分 堂 大 蔵 省 納 物 割 十 分 之 二 為 別 納 云 云 ト ア ル カ 如 ク 国 府 庁 ニ テ ハ 納 リ 物 ノ 百 分 ノ 一 ヲ

此 堂 ニ 分 納 セ シ ヨ リ 云 フ モ ノ ト 見 ヘ タ リ

其 十 一

ツ キ

一 名 称 帳 次

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 田

一 所 有 者 民 有

一 現 状 耕 作 地

一 由 来

国 府 庁 帳 簿 ヲ 調 査 セ シ 所 ト 云 フ

其 十 二

一 名 称 状 次

一 所 在 地 府 中 村 字 本 村 小 地 名 内 間

一 地 目 宅 地

一 所 有 者 民 有

一 現 状 住 宅 敷 地

一 由 来

国 府 庁 ノ 書 状 ヲ 取 扱 フ 所 ト 云 フ

【 ６ ‐ ３ 】

大 正 十 年 三 月 十 二 日

綾 歌 郡 役 所

各 町 村 長 殿

史 蹟 名 勝 天 然 紀 年 物 ニ 関 シ テ ハ 曩 日 調 査 回 報 ノ 次 第 モ 有 之 □ □ 一 般 ノ 調 査 必 要 ノ □ □ 以 テ 史 蹟 （ 古 墳 ヲ 除

ク ） 名 勝 ノ 全 部 ニ 亘 リ 別 記 事 項 調 査 方 其 筋 ヨ リ 申 越 □ 条 至 急 調 査 ノ 上 調 書 参 通 作 成 回 報 相 成 度 候

別 記
用 紙 美 濃 紙

史 蹟 （ 古 墳 ヲ 除 ク ） 名 勝 調 査 事 項

一 種 類

二 名 称

－９５－



三 所 在 地 公 称 地 名 ニ ア ラ サ ル 小 字 名 ヲ モ 併 セ 記 ス コ ト

四 地 目 、 地 積

五 所 有 者 ノ 住 所 氏 名

所 有 者 ノ 外 管 理 若 ク ハ 占 有 者 ア ラ ハ 其 ノ 住 所 氏 名

六 形 状 、 寸 尺 等

七 現 状
位 置 、 区 域 内 及 周 囲 ノ 状 況 並 破 壊 ノ 程 度 等

八 由 来 、 徴 証 、 伝 説

九 管 理 保 存 ノ 方 法

将 来 ノ 管 理 保 存 ニ 関 ス ル 意 見 ア ラ ハ 附 記 ス ル コ ト

十 其 他 必 要 ナ ル 事 項

【 ６ ‐ ４ 】 （ Ｅ ）

註
Ａ 地 元 の 人 の 意 。

Ｂ 国 か ら 出 さ れ た 史 蹟 名 勝 天 然 紀 念 物 保 存 要 目 。

Ｃ 三 角 形 の 図 。

Ｄ 個 人 名 。

Ｅ 【 ６ ‐ ２ 】 の 訂 正 を 依 頼 し た 文 書 。 本 史 料 に 綴 じ ら れ て い る 文 書 は 訂 正 （ 差 し 替 え ） 済 み で あ る た め 、 本 稿 で は 略 し た 。

－９６－
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